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補足－1【設計及び工事計画変更認可申請における 

適用条文等の整理について】 
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補 1－1 

設計及び工事計画変更認可申請における適用条文等の整理について 

1. 概 要

今回，東海第二発電所の火災防護設備用の火災感知設備について，以下のとおり変更するた

め，設計及び工事の計画の変更認可申請を行う。 

(1) 火災防護審査基準改正に伴う火災感知器の種別及び配置の変更

本資料では，「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」に基づく当該手続き

を行うにあたり，申請対象が適用を受ける「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に

関する規則」（以下「技術基準規則」という。）の条文を整理するとともに，適合性の確認が必

要となる条文を明確にする。 

2. 技術基準規則の適用条文の整理結果

本設計及び工事の計画の申請対象である火災防護設備用の火災感知設備の技術基準規則の適

用条文は，以下に示すとおり。 

(1) 火災防護設備用の火災感知設備の適用条文・・・下表及び補足－4 並びに添付書類

また，別紙に「火災防護設備用の火災感知設備」に係る本設計及び工事の計画の申請に伴う

技術基準規則に対する適合条文の整理の詳細を示す。 

【申請対象】 

(1) その他発電用原子炉の附属施設（火災防護設備用の火災感知設備）

4 火災防護設備

3 火災防護設備の基本設計方針、適用基準及び適用規格 

【凡例】 

○：適用条文であり，今回の申請で適合性を確認する必要がある条文

△：適用条文であるが，既に適合性が確認されている条文，又は工事計画に係る内容に影

響を受けないことが明確に確認できる条文 

×：適用を受けない条文 
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補 1－2 

（１） その他発電用原子炉の附属施設（火災防護設備用の火災感知設備） 

技術基準規則 
要否

判断 
理 由 

設計基準対象施設 

第 ４ 条 

設計基準対象施設の地盤 
△ 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をすることから，変更後に

おいても設計基準対象施設の地盤に影響がないこと（適合して

いること）を確認する必要があり，変更の工事の内容（本申請

内容）に対し，適合性を確認する必要がある条文（以下「適合

性確認対象条文」という。）となるが，今回の火災感知設備の

改造が各建屋の地震応答解析へ影響を与えないことが確認で

きることから，技術基準の適合性に影響はない。また，平成 30

年 10 月 18 日付け原規規発第 1810181 号にて認可された工事の

計画（以下「既工事計画」という。）で確認された設計を変更

するものではなく，基本設計方針についても変更はない。 

（添付資料１） 

第 ５ 条 

地震による損傷の防止 
○ 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をすることから，変更後に

おいても地震による損傷の防止に関する設計に影響がないこ

と（適合していること）を確認する必要がある。このため，適

合性確認対象条文とする。 

確認の結果，火災感知設備の改造において，火災感知器の取付

方法等の設計に変更はなく，必要な強度は確保されていること

から，技術基準の適合性に影響はない。また，既工事計画で確

認された設計を変更するものではなく，基本設計方針について

も変更はない。 

（添付資料２） 

第 ６ 条 

津波による損傷の防止 
△ 

今回の改造では，設計基準対象施設である火災防護設備のうち

火災感知設備について，火災防護審査基準改正に伴い火災感知

器等の種別及び配置の変更をするため，変更後においても津波

による損傷の防止に関する設計に影響がないこと（適合してい

ること）を確認する必要があり，変更の工事の内容（本申請内

容）に対し，適合性確認対象条文となるが，火災感知設備は津

波防護対象設備に該当しないため，技術基準の適合性に影響は

ない。また，既工事計画で確認された設計を変更するものでは

なく，基本設計方針についても変更はない。 

（添付資料３） 
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補 1－3 

技術基準規則 
要否

判断 
理 由 

設計基準対象施設 

第 ７ 条 

外部からの衝撃による損

傷の防止 

△ 

今回の改造では，設計基準対象施設である火災防護設備のうち

火災感知設備について，火災防護審査基準改正に伴い火災感知

器等の種別及び配置の変更をするため，変更後においても外部

からの衝撃による損傷の防止に関する設計に影響がないこと

（適合していること）を確認する必要があり，変更の工事の内

容（本申請内容）に対し，適合性確認対象条文となるが，火災

感知設備は外部からの衝撃により防護すべき施設に該当しな

いため，技術基準の適合性に影響はない。また，既工事計画で

確認された設計を変更するものではなく，基本設計方針につい

ても変更はない。 

（添付資料４） 

第 ８ 条 

立入りの防止 
△ 

今回の改造では，工場等である東海第二発電所構内の火災感知

設備について，火災防護審査基準改正に伴う火災感知器等の種

別及び配置の変更をするため，変更後においても立入りの防止

に関する設計に影響がないこと（適合していること）を確認す

る必要があり，変更の工事の内容（本申請内容）に対し，適合

性確認対象条文となるが，火災感知設備は立ち入りの防止に係

る設備に該当しないため，技術基準の適合性に影響はない。ま

た，既工事計画で確認された設計を変更するものではなく，基

本設計方針についても変更はない。 

（添付資料５） 

第 ９ 条 

発電用原子炉施設への人

の不法な侵入等の防止 

△ 

今回の改造では，工場等である東海第二発電所構内の火災感知

設備について，火災防護審査基準改正に伴う火災感知器等の種

別及び配置の変更をするため，変更後においても発電用原子炉

施設への人の不法な侵入等の防止に関する設計に影響がない

こと（適合していること）を確認する必要があり，変更の工事

の内容（本申請内容）に対し，適合性確認対象条文となるが，

火災感知設備は人の不法な侵入等の防止に係る設備に該当し

ないため，技術基準の適合性に影響はない。また，既工事計画

で確認された設計を変更するものではなく，基本設計方針につ

いても変更はない。 

（添付資料６） 

第１０条 

急傾斜地の崩壊の防止 
× 

東海第二発電所において急傾斜地崩壊危険区域に指定された

箇所はないため，適用を受けない。 
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補 1－4 

技術基準規則 
要否

判断 
理 由 

設計基準対象施設 

第１１条 

火災による損傷の防止 
○ 

今回の改造では，火災防護審査基準改正に伴う火災感知器等の

種別及び配置の変更をすることから，変更後においても火災に

よる損傷の防止に関する設計に影響がないこと（適合している

こと）を確認する必要がある。このため，適合性確認対象条文

とする。 

確認の結果，火災感知設備の改造は，火災防護審査基準の改正

内容を踏まえて設計及び設置をするため，技術基準の適合性に

影響はない。 

なお，火災の感知に係る設計以外の既工事計画で確認された火

災防護を行う機器等の選定，火災区域及び火災区画の設定，火

災発生防止に係る設計，火災の消火に係る設計，火災の影響軽

減対策に係る設計，その他の内部火災に係る防護の設計につい

ては変更はないことから，技術基準の適合性に影響はない。 

（添付資料７） 

第１２条 

発電用原子炉施設内にお

ける溢水等による損傷の

防止 

△ 

今回の改造では，設計基準対象施設である火災防護設備のうち

火災感知設備について，火災防護審査基準改正に伴う火災感知

器等の種別及び配置の変更をするため，変更後においても溢水

等による損傷の防止に関する設計に影響がないこと（適合して

いること）を確認する必要があり，変更の工事の内容（本申請

内容）に対し，適合性確認対象条文となるが，火災感知設備は

溢水防護対象設備に該当しないため，技術基準の適合性に影響

はない。また，既工事計画で確認された設計を変更するもので

はなく，基本設計方針についても変更はない。 

（添付資料８） 

第１３条 

安全避難通路等 
△ 

今回の改造では，発電用原子炉施設である東海第二発電所構内

の火災感知設備について，火災防護審査基準改正に伴う火災感

知器等の種別及び配置の変更をするため，変更後においても安

全避難通路等に関する設計に影響がないこと（適合しているこ

と）を確認する必要があり，変更の工事の内容（本申請内容）

に対し，適合性確認対象条文となるが，火災感知設備は安全避

難通路等に変更がないため，技術基準の適合性に影響はない。

また，既工事計画で確認された設計を変更するものではなく，

基本設計方針についても変更は受けない。 

（添付資料９） 
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補 1－5 

技術基準規則 
要否

判断 
理 由 

設計基準対象施設 

第１４条 

安全設備 
○ 

今回の火災感知設備の改造では，設計基準対象施設である火災

防護設備のうち火災感知設備について，火災防護審査基準改正

に伴い火災感知器等の種別及び配置を変更するが，一部の火災

感知器が自動消火設備の起動用の火災感知器を兼用しており，

消火系は重要度分類審査指針の対象であるため，変更後におい

ても安全設備に関する設計に影響がないこと（適合しているこ

と）を確認する必要があり，適合性確認対象条文とする。 

確認の結果，当該火災感知器の配置等変更により想定される環

境条件に変更はなく，工事計画に係る内容に影響を受けないこ

とから，技術基準の適合性に影響はない。また，既工事計画で

確認された設計を変更するものではなく，基本設計方針につい

ても変更はない。 

（添付資料１０） 

第１５条 

設計基準対象施設の機能 
○ 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，変更後において

も設計基準対象施設の機能に関する設計に影響がないこと（適

合していること）を確認する必要がある。このため，適合性確

認対象条文とする。 

確認の結果，当該火災感知器の配置等変更による保守点検に係

る設計及び他発電所との共用又は相互に接続することによっ

て安全性を損なわない設計に変更はないことから，技術基準の

適合性に影響はない。また，既工事計画で確認された設計を変

更するものではなく，基本設計方針についても変更はない。 

（添付資料１１） 

第１６条 

全交流動力電源喪失対策

設備 

× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，全交流動力電源

喪失対策設備に該当しないため，適用を受けない。 

第１７条 

材料及び構造 
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，材料及び構造の

適用対象である，容器，管，ポンプ，弁及びこれらの支持構造

物に該当しないため，適用を受けない。 

第１８条 

使用中の亀裂等による破

壊の防止 

× 維持基準であることから，適用を受けない。 
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補 1－6 

技術基準規則 
要否

判断 
理 由 

設計基準対象施設 

第１９条 

流体振動等による損傷防

止 

× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，流体振動等によ

る損傷の防止に係る設備に該当しないため，適用を受けない。 

第２０条 

安全弁等 
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，安全弁等に該当

しないため，適用を受けない。 

第２１条 

耐圧試験等 
× 施設基準又は維持基準であることから，適用を受けない。 

第２２条 

監視試験片 
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，容器の中性子照

射による劣化に対する要求であり，対象設備は本条文の適用を

受ける設備ではないため，適用を受けない。 

第２３条 

炉心等 
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，炉心等に該当し

ないため，適用を受けない。 

第２４条 

熱遮蔽材 
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等等適用を受けない。 

第２５条 

一次冷却材 
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，一次冷却材に該

当しないため，適用を受けない。 

第２６条 

燃料取扱設備及び燃料貯

蔵設備 

× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，燃料取扱設備及

び燃料貯蔵設備に該当しないため，適用を受けない。 

第２７条 

原子炉冷却材圧力バウン

ダリ 

× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，原子炉冷却材圧

力バウンダリに該当しないため，適用を受けない。 

第２８条 

原子炉冷却材圧力バウン

ダリの隔離装置等 

× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，原子炉冷却材圧

力バウンダリの隔離装置等に該当しないため，適用を受けな

い。 

7



補 1－7 

技術基準規則 
要否

判断 
理 由 

設計基準対象施設 

第２９条 

一次冷却材処理装置 
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，一次冷却材処理

装置に該当しないため，適用を受けない。 

第３０条 

逆止め弁 
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，逆止め弁に該当

しないため，適用を受けない。 

第３１条 

蒸気タービン 
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，蒸気タービンに

該当しないため，適用を受けない。 

第３２条 

非常用炉心冷却設備 
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，非常用炉心冷却

設備に該当しないため，適用を受けない。 

第３３条 

循環設備等 
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，循環設備等に該

当しないため，適用を受けない。 

第３４条 

計測装置 
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，計測装置に該当

しないため，適用を受けない。 

第３５条 

安全保護装置 
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，安全保護装置に

該当しないため，適用を受けない。 

第３６条 

反応度制御系統及び原子

炉停止系統 

× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，反応度制御系統

及び原子炉停止系統に該当しないため，適用を受けない。 

第３７条 

制御材駆動装置 
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，制御材駆動装置

に該当しないため，適用を受けない。 

第３８条 

原子炉制御室等 
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，原子炉制御室等

に該当しないため，適用を受けない。 

第３９条 

廃棄物処理設備等 
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，廃棄物処理設備

等に該当しないため，適用を受けない。 
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補 1－8 

技術基準規則 
要否

判断 
理 由 

設計基準対象施設 

第４０条 

廃棄物貯蔵設備等 
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，廃棄物貯蔵設備

等に該当しないため，適用を受けない。 

第４１条 

放射性物質による汚染の

防止 

× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，放射性物質によ

る汚染の防止に係る設備に該当しないため，適用を受けない。 

第４２条 

生体遮蔽等 
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，生体遮蔽等に該

当しないため，適用を受けない。 

第４３条 

換気設備 
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，換気設備に該当

しないため，適用を受けない。 

第４４条 

原子炉格納施設 
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，原子炉格納施設

に該当しないため，適用を受けない。 

第４５条 

保安電源設備 
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，保安電源設備に

該当しないため，適用を受けない。 

第４６条 

緊急時対策所 
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，緊急時対策所に

該当しないため，適用を受けない。 

第４７条 

警報装置等 
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，警報装置等に該

当しないため，適用を受けない。 

第４８条 

準用 
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，準用に係る設備

に該当しないため，適用を受けない。 
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補 1－9 

技術基準規則 
要否

判断 
理 由 

重大事故等対処施設 

第４９条 

重大事故等対処施設の地

盤 

× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，重大事故等対処

施設の地盤に係る設計を変更するものではないため，適用を受

けない。 

第５０条 

地震による損傷の防止 
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，地震による損傷

の防止に係る設計を変更するものではないため，適用を受けな

い。 

第５１条 

津波による損傷の防止 
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，津波による損傷

の防止に係る設計を変更するものではないため，適用を受けな

い。 

第５２条 

火災による損傷の防止 
○ 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をすることから，変更後に

おいても重大事故等対処施設の火災による損傷の防止に関す

る設計に影響がないこと（適合していること）を確認する必要

がある。このため，適合性確認対象条文とする。 

確認の結果，火災感知設備の改造は，火災防護審査基準の改正

内容を踏まえて設計及び設置をするため，技術基準の適合性に

影響はない。 

なお，火災の感知に係る設計以外の既工事計画で確認された火

災防護を行う機器等の選定，火災区域及び火災区画の選定，火

災発生防止に係る設計及び火災の消火に係る設計については

変更はないことから，技術基準の適合性に影響はない。 

（添付資料１２） 

第５３条 

特定重大事故等対処施設 
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，特定重大事故等

対処施設に該当しないため，適用を受けない。 

第５４条 

重大事故等対処設備 
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，重大事故等対処

施設に該当しないため，適用を受けない。 

第５５条 

材料及び構造 
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，材料及び構造に

係る設備に該当しないため，適用を受けない。 
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補 1－10 

技術基準規則 
要否

判断 
理 由 

重大事故等対処施設 

第５６条 

使用中の亀裂等による破

壊の防止 

× 維持基準であることから，適用を受けない。 

第５７条 

安全弁等 
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，安全弁等に該当

しないため，適用を受けない。 

第５８条 

耐圧試験等 
× 施設基準又は維持基準であることから，適用を受けない。 

第５９条 

緊急停止失敗時に発電用

原子炉を未臨界にするた

めの設備 

× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，緊急停止失敗時

に発電用原子炉を未臨界にするための設備に該当しないため，

適用を受けない。 

第６０条 

原子炉冷却材圧力バウン

ダリ高圧時に発電用原子

炉を冷却するための設備 

× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，原子炉冷却材圧

力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備に

該当しないため，適用を受けない。 

第６１条 

原子炉冷却材圧力バウン

ダリを減圧するための設

備 

× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，原子炉冷却材圧

力バウンダリを減圧するための設備に該当しないため，適用を

受けない。 

第６２条 

原子炉冷却材圧力バウン

ダリ低圧時に発電用原子

炉を冷却するための設備 

× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，原子炉冷却材圧

力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備に

該当しないため，適用を受けない。 

第６３条 

最終ヒートシンクへ熱を

輸送するための設備 

× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，最終ヒートシン

クへ熱を輸送するための設備に該当しないため，適用を受けな

い。 

第６４条 

原子炉格納容器内の冷却

等のための設備 

× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，原子炉格納容器

内の冷却等のための設備に該当しないため，適用を受けない。 

第６５条 

原子炉格納容器の過圧破

損を防止するための設備 

× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，原子炉格納容器

の過圧破損を防止するための設備に該当しないため，適用を受

けない。 

11



補 1－11 

技術基準規則 
要否

判断 
理 由 

重大事故等対処施設 

第６６条 

原子炉格納容器下部の溶

融炉心を冷却するための

設備 

× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，原子炉格納容器

下部の溶融炉心を冷却するための設備に該当しないため，適用

を受けない。 

第６７条 

水素爆発による原子炉格

納容器の破損を防止する

ための設備 

× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，水素爆発による

原子炉格納容器の破損を防止するための設備に該当しないた

め，適用を受けない。 

第６８条 

水素爆発による原子炉建

屋等の損傷を防止するた

めの設備 

× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，水素爆発による

原子炉建屋等の損傷を防止するための設備に該当しないため，

適用を受けない。 

第６９条 

使用済燃料貯蔵槽の冷却

等のための設備 

× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，使用済燃料貯蔵

槽の冷却等のための設備に該当しないため，適用を受けない。 

第７０条 

工場等外への放射性物質

の拡散を抑制するための

設備 

× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，工場等外への放

射性物質の拡散を抑制するための設備に該当しないため，適用

を受けない。 

第７１条 

重大事故等時に必要とな

る水源及び水の供給設備 

× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，重大事故等時に

必要となる水源及び水の供給設備に該当しないため，適用を受

けない。 

第７２条 

電源設備 
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，電源設備に該当

しないため，適用を受けない。 

第７３条 

計装設備 
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，計装設備に該当

しないため，適用を受けない。 

第７４条 

運転員が原子炉制御室に

とどまるための設備 

× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，運転員が原子炉

制御室にとどまるための設備に該当しないため，適用を受けな

い。 
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補 1－12 

技術基準規則 
要否

判断 
理 由 

重大事故等対処施設 

第７５条 

監視測定設備 
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，監視測定設備に

該当しないため，適用を受けない。 

第７６条 

緊急時対策所 
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，緊急時対策所に

該当しないため，適用を受けない。 

第７７条 

通信連絡を行うために必

要な設備 

× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，通信連絡を行う

ために必要な設備に該当しないため，適用を受けない。 

第７８条 

準用 
× 

今回の火災感知設備の改造では，火災防護審査基準改正に伴う

火災感知器等の種別及び配置の変更をするが，準用に係る設備

に該当しないため，適用を受けない。 
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別紙 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」の条文整理の詳細 

○ 各添付書類において，設計及び工事計画変更認可申請における技術基準規則に対す

る適合条文の整理の詳細を示す。

○ 各添付書類の資料構成は，今回の改造による既認可工事計画※1で確認された適合性

への影響等の整理のため，以下に示す構成としている。

★補足の表の「要否判断」が「○」「△」の場合

・「１．基準適合性の確認範囲」において，今回の改造にあたって確認する必要が

ある既認可工事計画※1の確認範囲を整理し，当該範囲の既認可工事計画※1で示

されている適合性を確認するために必要な評価方法等を纏めた。 

・「２．確認結果」では，「１．基準適合性の確認範囲」で纏めた評価方法等に基

づき，今回の改造による影響を確認した結果を示す。 

今回の改造による影響を確認するために必要な内容は，各添付書類に示す既

認可工事計画※1（抜粋），補足－4「火災防護審査基準改正に伴う火災感知器の

種別及び配置の変更」に示す。 

・「３．まとめ」では，「２．確認結果」を踏まえて，既認可工事計画※1で確認さ

れた適合性への影響の有無及び理由を纏め，纏めた内容を補足－1 の表で総括

する。 

★補足の表の「要否判断」が「×」の場合

・「１．基準適合性の確認結果」にて今回の改造による影響を確認した結果を示

す。 

※1：令和 5 年 1 月 20 日付け原規規発第 2301202 号までに認可された設計及び工事の計

画。ただし，特定重大事故等対処施設に係る設計及び工事の計画の変更認可は除く。 

14



火
災
防
護
審
査
基
準
改
正
に
伴
う
火
災
感
知
器
等
の
種
別
及
び
配
置
の
変
更
認
可
申
請
に
伴
う
影
響
に
つ
い
て

【
第
４

条
設
計
基
準

対
象

施
設

の
地

盤
】

１
．
基
準
適
合
性
の
確

認
範
囲

①
地
盤
の
健
全
性
評
価

及
び
評
価

方
法

ａ
．

既
工
事
計
画
に

お
い
て
は

，
耐
震
設
計
の

基
本
方
針

と
し
て
設
計
基

準
対
象
施

設
に
お
け
る
建

物
に
つ
い

て
は
，
耐
震
重

要
度
分
類

の
各
ク
ラ
ス
に

応
じ
て
算

出
す
る
地
震
力

が
作
用
し

た
場
合
に
お
い

て
も
，
接

地
圧
に
対
す
る

十
分
な
支

持
力
を
有
す
る

地
盤
に
設

置
す
る
こ
と
を

記
載
し
て

い
る
。

「
Ⅴ

-2
-
1-
1
耐
震
設
計
の
基
本

方
針
の
概
要
」

（
1
,
2頁

参
照
）

ｂ
．

既
工
事
計
画
に

お
い
て
は

，
地
盤
の
健
全

性
は
最
大

接
地
圧
と
許
容

支
持
力
度

を
基
に
評
価
し

て
い
る
。

「
Ⅴ

-1
-
8-
3
原
子
炉
格
納
施
設

の
基
礎
に
関
す

る
説
明
書

」
（
2
,
3,
11
頁

参
照
）

「
Ⅴ
-
2
-9
-2
-2
 原

子
炉

格
納
容
器
底
部

コ
ン
ク
リ

ー
ト
マ
ッ
ト
の

耐
震
性
に

つ
い
て
の
計
算

書
」
（

7,
1
1,
48
頁
参
照
）

「
Ⅴ
-
2
-9
-3
-4
 原

子
炉

建
屋
基
礎
盤
の

耐
震
性
に

つ
い
て
の
計
算

書
」
（

7,
1
0,
37
頁
参
照
）

ｃ
．

既
工
事
計
画
に

お
い
て
は

，
評
価
フ
ロ
ー

に
お
い
て

接
地
圧
は
地
震

応
答
解
析

を
基
に
評
価
し

て
い
る
。

「
Ⅴ

-2
-
9-
2-
2
 原

子
炉
格
納
容

器
底
部
コ
ン
ク

リ
ー
ト
マ

ッ
ト
の
耐
震
性

に
つ
い
て

の
計
算
書
」
（

9頁
参
照

）
「
Ⅴ
-
2
-9
-3
-4
 原

子
炉

建
屋
基
礎
盤
の

耐
震
性
に

つ
い
て
の
計
算

書
」
（

8頁
参
照

）
今

回
の
変
更
認
可

申
請
に
伴

い
，
上
記
の
地

盤
の
健
全

性
に
係
る
基
本

方
針
及
び

評
価
方
法
に
変

更
が
な
い

こ
と
を
確
認
す

る
。

②
接
地
圧
の
算
出

既
工

事
計
画
に
お
い

て
は
，
接

地
圧
を
算
出
す

る
た
め
の

地
震
応
答
解
析

は
，
質
点

系
モ
デ
ル
に
基

づ
き
評
価

し
て
い
る
。

「
Ⅴ

-
2-
2-
1
原
子
炉
建
屋
の

地
震
応
答
計
算

書
」
（

1,
1
1,
12
,
38
～

41
,
70
,
71
頁

参
照
）

「
補
足
-
4【

火
災

防
護
審
査

基
準
改
正
に
伴

う
火
災
感

知
器
等
の
種
別

及
び
配
置

の
変
更
】
」

今
回
の
変
更
認
可

申
請
に
伴

い
，
接
地
圧
の

解
析
モ
デ

ル
に
変
更
が
な

い
こ
と
を

確
認
す
る
。

③
地
盤
の
支
持
力
の
算

出
既
工

事
計
画
に
お
い

て
は
，
地

盤
の
支
持
性
能

の
許
容
限

界
で
あ
る
極
限

支
持
力
は

，
建
築
基
礎
構

造
設
計
指

針
（
日
本
建
築

学
会
，

20
0
1）

の
支
持
力

算
定
式

に
基
づ
き
対
象

施
設
の
岩

盤
の
室
内
試
験

結
果
等
よ

り
設
定
し
て
い

る
。

「
Ⅴ

-
2-
1-
3
地
盤
の
支
持
性

能
に
係
る
基
本

方
針
」
（

1
,1
7,
1
8頁

参
照
）

今
回

の
変
更
認
可
申

請
に
伴
い

，
地
盤
の
支
持

力
に
変
更

が
な
い
こ
と
を

確
認
す
る

。

補足－１　添付資料１
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火
災
防
護
審
査
基
準
改
正
に
伴
う
火
災
感
知
器
等
の
種
別
及
び
配
置
の
変
更
認
可
申
請
に
伴
う
影
響
に
つ
い
て

【
第
４

条
設
計
基
準

対
象

施
設

の
地

盤
】

確
認
図
書

名
確

認
結
果

Ⅴ
-2
-1
-
1
耐

震
設
計
の
基
本
方

針
の
概
要

•
地
盤
の

健
全
性
に
係
る

基
本
方
針

で
あ
り
，
火
災

防
護
審
査

基
準
改
正
に
伴

う
火
災
感
知
設
備
の
改
造

に
よ
り
変

更
が
な

い
こ
と
を
確
認

し
た
。
【

①
ａ
】

Ⅴ
-1
-8
-
3
原

子
炉
格
納
施
設
の

基
礎
に
関
す
る

説
明
書

Ⅴ
-2
-9
-
2-
2 
原
子
炉
格
納
容
器

底
部
コ
ン
ク

リ
ー
ト

マ
ッ
ト
の
耐
震

性
に
つ
い

て
の
計
算
書

Ⅴ
-2
-9
-
3-
4 
原
子
炉
建
屋
基
礎

盤
の
耐
震
性
に

つ
い
て

の
計
算
書

•
地
盤
の

健
全
性
は
最
大

接
地
圧
と

許
容
支
持
力
度

を
基
に
評

価
し
て
お
り
，

接
地
圧
は
地
震
応
答
解
析

に
基
づ
く

動
的
解

析
の
結
果
か
ら

算
出
し
て

い
る
た
め
，
火

災
防
護
審

査
基
準
改
正
に

伴
う
火
災
感
知
設
備
の
改

造
に
よ
り

評
価
方

法
に
変
更
が
な

い
こ
と
を

確
認
し
た
。
【

①
ｂ

,c
】

補
足

-4
【
火
災
防
護
審

査
基
準
改

正
に
伴
う
火
災

感
知
器

等
の
種
別
及
び

配
置
の
変

更
】

•
今
回
の

火
災
防
護
審
査

基
準
改
正

に
伴
う
火
災
感

知
設
備
の

改
造
に
よ
り
，

火
災
感
知
器
等
の
種
別
及

び
配
置
に

変
更
が

あ
る
も
の
の
，

大
幅
な
質

量
増
加
と
な
る

改
造
で
な

い
こ
と
を
確
認

し
た
。
【
②
】

Ⅴ
-2
-2
-
1
原

子
炉
建
屋
の
地
震

応
答
計
算
書

•
地
震
応

答
解
析
モ
デ
ル

に
お
け
る

各
標
高
の
各
質

点
重
量
は

約
1
.6
～
4
4万

k
N規

模
（
質
量
換
算
：
約

1
.6
千
～
4

万
4千

t
o
n規

模
）
で
あ

り
，
今
回

の
火
災
防
護
審

査
基
準
改

正
に
伴
う
火
災

感
知
設
備
の
改
造
に
よ
る

総
重
量
の

増
減
に

比
べ
て
，
各
標

高
の
質
点

重
量
は
非
常
に

大
き
い
こ

と
か
ら
，
地
震

応
答
解
析
の
変
更
は
な
い

た
め
，
原

子
炉
建

屋
基
礎
盤
の
接

地
圧
の
評

価
に
変
更
が
な

い
こ
と
を

確
認
し
た
。
【

②
】

２
．
確

認
結
果
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火
災
防
護
審
査
基
準
改
正
に
伴
う
火
災
感
知
器
等
の
種
別
及
び
配
置
の
変
更
認
可
申
請
に
伴
う
影
響
に
つ
い
て

【
第
４

条
設
計
基
準

対
象

施
設

の
地

盤
】

確
認
図
書

名
確

認
結
果

Ⅴ
-2
-1
-
3
地

盤
の
支
持
性
能
に

係
る
基
本
方
針

•
地
盤
の

支
持
性
能
の
許

容
限
界
で

あ
る
極
限
支
持

力
度
は
，

地
盤
物
性
等
に

よ
り
算
出
さ
れ
る
た
め
，

火
災
防
護

審
査
基

準
改
正
に
伴
う

火
災
感
知

設
備
の
改
造
に

よ
る
変
更

が
な
い
こ
と
を

確
認
し
た
。
【
③
】

２
．
確

認
結
果

17



火
災
防
護
審
査
基
準
改
正
に
伴
う
火
災
感
知
器
等
の
種
別
及
び
配
置
の
変
更
認
可
申
請
に
伴
う
影
響
に
つ
い
て

【
第
４

条
設
計
基
準

対
象

施
設

の
地

盤
】

３
．
ま
と
め

・
今

回
の
火
災
防
護

審
査
基
準

改
正
に
伴
う
火

災
感
知
設

備
の
改
造
に
お
い
て
は
，

地
盤
の
健
全
性

に
係
る
基

本
方
針
及
び
評

価
方
法
に

変
更
は
な
い
。

・
機

器
・
配
管
系
の

重
量
が
増

加
す
る
も
の
の

，
原
子
炉

建
屋
の
各
標
高
の
質
点
重

量
は
約

1.
6万

k
N～

44
万

k
N規

模
（
質
量

換
算
：
約

1
.6
千

t
on
～

4万
4千

t
o
n規

模
）
で

あ
り
，
今
回
の
機

器
・
配
管
系
の

重
量
増
加

は
合
計
で
約

1t
o
n未

満
と

小
さ
い
こ
と
か

ら
，
原
子

炉
建
屋
の
地
震

応
答
解
析

へ
の
影
響
は
な

い
た
め
，

原
子
炉
建
屋
の

接
地
圧
の

評
価
に
変
更
が

な
い
。
ま

た
，
地
盤
の
支

持
力
は
地

盤
物
性
等
に
よ

り
算
出
さ

れ
る
た
め
，
今

回
の
改
造

に
よ
る
変
更
は

な
い
こ

と
か
ら
技
術
基

準
の
適
合

性
に
影
響
は
な

い
。

・
設

計
基
準
対
象
施

設
の
地
盤

に
係
る
設
計
に

変
更
は
な

い
こ
と
か
ら
，
既
工
事
計

画
か
ら
設
計
内

容
に
変
更

が
な
い
。
ま
た

，
設
計
基

準
対
象
施
設
の

地
盤

に
関
す

る
基
本
設
計
方

針
に
つ
い

て
も
変
更
は
な

い
。
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19



①ｂ

20



①ｂ

①ｂ

21



①ｂ

22



23



①ａ

24



①ａ

25



26



③

27



③

28



③

29



30



②

31



②

32



②

33



②

34



②

35



②

36



②

37



②

38



②

39



40



①ｂ

41



①ｃ

42



①ｂ

43



①ｂ

44



45



①ｂ

46



①ｃ

47



①ｂ

48



①ｂ

49



火
災
防
護
審
査
基
準
改
正
に
伴
う
火
災
感
知
器
等
の
種
別
及
び
配
置
の
変
更
認
可
申
請
に
伴
う
影
響
に
つ
い
て

【
第
５

条
地
震

に
よ

る
損

傷
の

防
止

】

１
．
基
準
適
合
性
の
確

認
範
囲

①
耐
震
設
計
の
基
本
事

項
に
つ
い

て
ａ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

設
計
基
準
対
象

施
設
は
，

こ
れ
に
作
用
す

る
地
震
力

に
よ
る
損
壊
に

よ
り
公
衆

に
放
射
線
障
害

を
及
ぼ
さ

な
い
よ
う
に
す

る
た
め

，
設
置
変
更
許

可
申
請
書

の
設
計
方
針
に

基
づ
く
と

と
も
に
，
耐
震

工
認
審
査

ガ
イ
ド
を
踏
ま

え
，
工
事

計
画
認
可
に
お

い
て
実
績

の
あ
る

Ｊ
Ｅ
Ａ
Ｇ

46
01
等

の
規
格
及

び
基
準
等
に
基

づ
く
手
法

を
適
用
し
，
施

設
の
耐
震

設
計
上
の
重
要

度
に
応
じ

て
Ｓ
ク
ラ
ス
，

Ｂ
ク
ラ
ス

，
Ｃ
ク
ラ
ス
に

分
類
し

た
上
で
，
そ
れ

ぞ
れ
の
施

設
の
耐
震
重
要

度
に
応
じ

た
地
震
力
に
対

し
構
造
強

度
を
確
保
す
る

設
計
と
し

て
い
る
こ
と
を

記
載
し
て

い
る
。

「
Ⅴ

-2
-
1-
1 
耐
震
設
計
の
基
本

方
針
の
概
要
」

（
1
,
4,
5頁

参
照
）

「
Ⅴ

-2
-別

添
1
-1

火
災
防
護
設

備
の
耐
震
計
算

の
方
針
」

（
1
3,
2
9頁

参
照
）

「
Ⅴ

-2
-別

添
1
-2

火
災
感
知
器

の
耐
震
計
算
書

」
（

12
,1
9
,2
0頁

参
照
）

ｂ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

耐
震
重
要
施
設

（
Ｓ
ク
ラ

ス
の
施
設
）
に

つ
い
て
は

，
基
準
地
震
動

に
よ
る
地

震
力
に
対
し
て

そ
の
安
全

性
が
損
な
わ
れ

る
お
そ

れ
が
な
い
施
設

と
す
る
た

め
，
設
置
変
更

許
可
申
請

書
の
設
計
方
針

に
基
づ
く

と
と
も
に
，
耐

震
工
認
審

査
ガ
イ
ド
を
踏

ま
え
，
工

事
計
画
認

可
に
お

い
て
実
績
の
あ

る
Ｊ
Ｅ
Ａ

Ｇ
4
60
1等

の
規

格
及
び
基

準
等
に
基
づ
く

手
法
を
適

用
し
て
，
当
該

施
設
の
機

能
を
維
持
す
る

設
計
と
し

て
い
る
こ

と
を
記

載
し
て
い
る
。

「
Ⅴ

-2
-
1-
1 
耐
震
設
計
の
基
本

方
針
の
概
要
」

（
4
,
5頁

参
照
）

「
Ⅴ

-2
-別

添
1
-1

火
災
防
護
設

備
の
耐
震
計
算

の
方
針
」

（
1
3,
2
9頁

参
照
）

「
Ⅴ

-2
-別

添
1
-2

火
災
感
知
器

の
耐
震
計
算
書

」
（

12
,1
9
,2
0頁

参
照
）

今
回
の

変
更
認
可
申
請

に
伴
い
，

耐
震
設
計
の
基

本
事
項
に

変
更
が
な
い
こ

と
を
確
認

す
る
。

補足－１　添付資料２
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火
災
防
護
審
査
基
準
改
正
に
伴
う
火
災
感
知
器
等
の
種
別
及
び
配
置
の
変
更
認
可
申
請
に
伴
う
影
響
に
つ
い
て

【
第
５

条
地
震

に
よ

る
損

傷
の

防
止

】

②
耐
震
重
要
度
分
類
に

つ
い
て

既
工
事

計
画
に
お
い
て

は
，
設
計

基
準
対
象
施
設

の
耐
震
重

要
度
分
類
は
，

施
設
の
耐

震
設
計
上
の
重

要
度
に
応

じ
て
Ｓ
ク
ラ
ス

，
Ｂ
ク
ラ

ス
，
Ｃ
ク
ラ

ス
に
分

類
し
て
い
る
こ

と
，
施
設

に
要
求
さ
れ
る

安
全
機
能

の
役
割
に
応
じ

て
，
施
設

を
構
成
す
る
設

備
（
主
要

設
備
，
補
助
設

備
，
直
接

支
持
構
造
物
，

間
接
支

持
構
造
物
，
波

及
的
影
響

を
考
慮
す
べ
き

施
設
）
に

適
切
に
区
分
し

て
い
る
こ

と
を
記
載
し
て

い
る
。

「
Ⅴ

-2
-
1-
1 
耐
震
設
計
の
基
本

方
針
の
概
要
」

（
5
頁
参
照
）

「
Ⅴ

-2
-
1-
4 
重
要
度
分
類
及
び

重
大
事
故
等
対

処
施
設
の

施
設
区
分
の
基

本
方
針
」

（
1
,2
,
11
頁
参

照
）

「
Ⅴ

-2
-別

添
1
-1

火
災
防
護
設

備
の
耐
震
計
算

の
方
針
」

（
3
6頁

参
照
）

「
Ⅴ

-2
-別

添
1
-2

火
災
感
知
器

の
耐
震
計
算
書

」
（

12
頁

参
照
）

「
補
足

-
4【

火
災
防
護

審
査
基
準

改
正
に
伴
う
火

災
感
知
器

等
の
種
別
及
び

配
置
の
変

更
】
参
照
」

今
回
の

変
更
認
可
申
請

に
伴
い
，

耐
震
重
要
度
分

類
に
変
更

が
な
い
こ
と
を

確
認
す
る

。
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火
災
防
護
審
査
基
準
改
正
に
伴
う
火
災
感
知
器
等
の
種
別
及
び
配
置
の
変
更
認
可
申
請
に
伴
う
影
響
に
つ
い
て

【
第
５

条
地
震

に
よ

る
損

傷
の

防
止

】

③
地
震
力
の
算
定
方
法

に
つ
い
て

ａ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

静
的
地
震
力
は

，
設
置
変

更
許
可
申
請
書

の
設
計
基

準
対
象
施
設
の

耐
震
設
計

で
示
さ
れ
た
静

的
地
震
力

の
算
定
方
針
に

基
づ
き

，
施
設
の
耐
震

重
要
度
に

応
じ
た
係
数
を

乗
じ
，
施

設
の
振
動
特
性

及
び
地
盤

の
種
類
を
考
慮

す
る
な
ど

し
て
，
建
物
・

構
築
物
，

機
器
・
配

管
系
の

そ
れ
ぞ
れ
に
対

し
て
適
切

に
算
定
し
て
い

る
こ
と
を

記
載
し
て
い
る

。
「
Ⅴ

-2
-
1-
1 
耐
震
設
計
の
基
本

方
針
の
概
要
」

（
7
,
8頁

参
照
）

ｂ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

動
的
地
震
力
は

，
Ｓ
ク
ラ

ス
の
施
設
，
屋

外
重
要
土

木
構
造
物
及
び

Ｂ
ク
ラ
ス

の
施
設
の
う
ち

共
振
の
お

そ
れ
の
あ
る
も

の
に
適

用
し
，
Ｓ
ク
ラ

ス
の
施
設

（
津
波
防
護
施

設
，
浸
水

防
止
設
備
及
び

津
波
監
視

設
備
を
除
く
。

）
に
つ
い

て
は
，
基
準
地

震
動
Ｓ

ｓ
及
び
弾
性

設
計
用
地

震
動
Ｓ

ｄ
か
ら
定
め
る
入

力
地
震
動
を
適

用
す
る
こ

と
を
記
載
し
て

い
る
。

「
Ⅴ

-2
-
1-
1 
耐
震
設
計
の
基
本

方
針
の
概
要
」

（
8
頁
参
照
）

「
Ⅴ

-2
-別

添
1
-1

火
災
防
護
設

備
の
耐
震
計
算

の
方
針
」

（
3
7項

参
照
）

今
回
の

変
更
認
可
申
請

に
伴
い
，

地
震
力
の
算
定

方
法
に
変

更
が
な
い
こ
と

を
確
認
す

る
。

④
荷
重
の
組
合
せ
に
つ

い
て

ａ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

建
物
・
構
築
物

，
機
器
・

配
管
系
，
津
波

防
護
施
設

等
は
，
耐
震
重

要
度
分
類

に
応
じ
て
，
そ

れ
ぞ
れ
の

施
設
に
作
用
す

る
地
震

力
と
地
震
力
以

外
の
荷
重

を
適
切
に
組
合

せ
て
い
る

こ
と
を
記
載
し

て
い
る
。

「
Ⅴ

-2
-
1-
1 
耐
震
設
計
の
基
本

方
針
の
概
要
」

（
1
3～

15
頁
参
照
）

「
Ⅴ

-2
-別

添
1
-1

火
災
防
護
設

備
の
耐
震
計
算

の
方
針
」

（
3
3頁

参
照
）

ｂ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

地
震
荷
重
と
風

荷
重
又
は

積
雪
荷
重
と
の

組
合
せ
に

つ
い
て
は
，
風

荷
重
又
は

積
雪
荷
重
の
影

響
が
地
震

荷
重
と
比
べ
て

無
視
で

き
な
い
構
造
，

形
状
及
び

仕
様
を
有
す
る

施
設
を
屋

外
施
設
か
ら
選

定
し
，
当

該
施
設
の
評
価

に
お
い
て

考
慮
し
て
い
る

こ
と
を
記

載
し
て
い

る
。

「
Ⅴ

-2
-
1-
1 
耐
震
設
計
の
基
本

方
針
の
概
要
」

（
1
5頁

参
照
）

今
回
の

変
更
認
可
申
請

に
伴
い
，

荷
重
の
組
合
せ

に
変
更
が

な
い
こ
と
を
確

認
す
る
。
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火
災
防

護
審

査
基

準
改

正
に

伴
う

火
災

感
知

器
等

の
種

別
及

び
配

置
の

変
更

認
可

申
請

に
伴

う
影

響
に

つ
い

て
【

第
５

条
地
震

に
よ

る
損

傷
の

防
止

】

⑤
許
容
限
界
に
つ
い
て

ａ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

建
物
・
構
築
物

，
機
器
・

配
管
系
の
そ
れ

ぞ
れ
の
強

度
評
価
に
お
け

る
許
容
限

界
に
つ
い
て
は

，
安
全
上

適
切
と
認
め
ら

れ
る
規

格
及
び
基
準
等

に
基
づ
き

，
施
設
の
機
能

を
維
持
又

は
構
造
強
度
を

確
保
で
き

る
設
計
と
し
て

い
る
こ
と

を
記
載
し
て
い

る
。

「
Ⅴ

-2
-
1-
1 
耐
震
設
計
の
基
本

方
針
の
概
要
」

（
1
5～

17
頁
参
照
）

「
Ⅴ

-2
-別

添
1
-1

火
災
防
護
設

備
の
耐
震
計
算

の
方
針
」

（
3
4～

36
頁
参

照
）

ｂ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

地
震
時
及
び
地

震
後
に
電

気
動
的
機
能
が

要
求
さ
れ

る
機
器
等
の
機

能
維
持
評

価
に
お
け
る
許

容
限
界
に

つ
い
て
は
，
実

証
試
験

等
に
よ
り
確
認

さ
れ
て
い

る
機
能
維
持
加

速
度
等
を

設
定
し
て
い
る

こ
と
を
記

載
し
て
い
る
。

「
Ⅴ

-2
-
1-
1 
耐
震
設
計
の
基
本

方
針
の
概
要
」

（
2
,
18
頁

参
照
）

「
Ⅴ

-2
-別

添
1
-1

火
災
防
護
設

備
の
耐
震
計
算

の
方
針
」

（
6
6頁

参
照
）

今
回
の

変
更
認
可
申
請

に
伴
い
，

許
容
限
界
に
変

更
が
な
い

こ
と
を
確
認
す

る
。
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火
災
防
護
審
査
基
準
改
正
に
伴
う
火
災
感
知
器
等
の
種
別
及
び
配
置
の
変
更
認
可
申
請
に
伴
う
影
響
に
つ
い
て

【
第
５

条
地
震

に
よ

る
損

傷
の

防
止

】

⑥
波
及
的
影
響
に
つ
い

て
ａ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

波
及
的
影
響
に

つ
い
て
は

，
考
慮
す
べ
き

事
象
の
選

定
，
考
慮
す
べ

き
施
設
の

抽
出
及
び
耐
震

計
算
を
適

切
に
実
施
し
，

耐
震
重

要
度
分
類
の
下

位
の
ク
ラ

ス
に
属
す
る
施

設
の
波
及

的
影
響
に
よ
っ

て
，
耐
震

重
要
施
設
（
Ｓ

ク
ラ
ス
の

施
設
）
の
安
全

機
能
を
損

な
わ
な
い

設
計
と

し
て
い
る
こ
と

を
記
載
し

て
い
る
。

「
Ⅴ

-2
-
1-
1 
耐
震
設
計
の
基
本

方
針
の
概
要
」

（
6
頁
参
照
）

「
Ⅴ

-2
-
1-
5 
波
及
的
影
響
に
係

る
基
本
方
針
」

（
1
頁
参
照
）

ｂ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

考
慮
す
べ
き
事

象
に
つ
い

て
は
，
原
子
力

発
電
所
の

地
震
被
害
を
調

査
し
，
そ

の
結
果
を
考
慮

し
た
上
で

，
設
置
地
盤
及

び
地
震

応
答
性
状
の
相

違
等
に
起

因
す
る
相
対
変

位
又
は
不

等
沈
下
，
下
位

ク
ラ
ス
の

施
設
と
の
接
続

部
に
お
け

る
相
互
影
響
，

下
位
ク
ラ

ス
の
施
設

の
損
傷

，
転
倒
，
落
下

等
を
選
定

し
て
い
る
こ
と

を
記
載
し

て
い
る
。

「
Ⅴ

-2
-
1-
1 
耐
震
設
計
の
基
本

方
針
の
概
要
」

（
6
,
7頁

参
照
）

「
Ⅴ

-2
-
1-
5 
波
及
的
影
響
に
係

る
基
本
方
針
」

（
1
頁
参
照
）

ｃ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

考
慮
す
べ
き
施

設
に
つ
い

て
は
，
敷
地
全

体
を
俯
瞰

し
た
調
査
・
検

討
に
基
づ

き
，
選
定
し
た

事
象
ご
と

に
波
及
的
影
響

を
及
ぼ

す
可
能
性
の
あ

る
下
位
ク

ラ
ス
の
施
設
又

は
波
及
的

影
響
を
受
け
る

可
能
性
の

あ
る
上
位
ク
ラ

ス
の
施
設

を
抽
出
し
て
い

る
こ
と
を

記
載
し
て

い
る
。

「
Ⅴ

-2
-
1-
1 
耐
震
設
計
の
基
本

方
針
の
概
要
」

（
7
頁
参
照
）

「
Ⅴ

-2
-
1-
4 
重
要
度
分
類
及
び

重
大
事
故
等
対

処
施
設
の

施
設
区
分
の
基

本
方
針
」

（
1
1頁

参
照
）

「
Ⅴ

-2
-
1-
5 
波
及
的
影
響
に
係

る
基
本
方
針
」

（
3
頁
参
照
）

「
補
足

-
4【

火
災
防
護

審
査
基
準

改
正
に
伴
う
火

災
感
知
器

等
の
種
別
及
び

配
置
の
変

更
】
参
照
」

ｄ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

耐
震
計
算
に
つ

い
て
は
，

抽
出
し
た
下
位

ク
ラ
ス
の

施
設
が
，
上
位

ク
ラ
ス
の

施
設
の
設
計
に

用
い
る
地

震
動
又
は
地
震

力
に
対

し
て
耐
震
性
を

有
し
て
い

る
こ
と
，
又
は

抽
出
し
た

上
位
ク
ラ
ス
の

施
設
が
，

下
位
ク
ラ
ス
の

施
設
の
波

及
的
影
響
の
発

生
に
よ
っ

て
作
用
す

る
荷
重

に
対
し
て
機
能

に
影
響
を

受
け
な
い
状
態

に
留
ま
る

こ
と
を
記
載
し

て
い
る
。

「
Ⅴ

-2
-
1-
1 
耐
震
設
計
の
基
本

方
針
の
概
要
」

（
7
頁
参
照
）

「
Ⅴ

-2
-
1-
5 
波
及
的
影
響
に
係

る
基
本
方
針
」

（
1
0頁

参
照
）

「
Ⅴ

-2
-別

添
1
-1

火
災
防
護
設

備
の
耐
震
計
算

の
方
針
」

（
2
9頁

参
照
）

今
回
の

変
更
認
可
申
請

に
伴
い
，

波
及
的
影
響
を

考
慮
し
た

設
計
に
変
更
が

な
く
，
上

記
方
針
を
踏
ま

え
て
設
計

し
て
い
る
こ
と

を
確
認
す

る
。
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火
災
防
護
審
査
基
準
改
正
に
伴
う
火
災
感
知
器
等
の
種
別
及
び
配
置
の
変
更
認
可
申
請
に
伴
う
影
響
に
つ
い
て

【
第
５

条
地
震

に
よ

る
損

傷
の

防
止

】

⑦
水
平
２
方
向
及
び
鉛

直
方
向
の

地
震
力
の
組
合

せ
に
よ
る

影
響
評
価
に
つ

い
て

既
工
事

計
画
に
お
い
て

は
，
水
平

２
方
向
及
び
鉛

直
方
向
の

地
震
力
の
組
合

せ
に
つ
い

て
は
，
耐
震
重

要
施
設
及

び
そ
の
間
接
支

持
構
造
物

並
び
に
波
及

的
影
響

を
考
慮
す
べ
き

施
設
を
対

象
に
，
当
該
組

合
せ
の
適

用
に
よ
っ
て
水

平
１
方
向

及
び
鉛
直
方
向

の
地
震
力

を
組
合
せ
た
耐

震
計
算
へ

の
影
響
の
可
能

性
が
あ

る
施
設
又
は
設

備
を
抽
出

し
，
三
次
元
応

答
性
状
を

考
慮
し
た
上
で

基
準
地
震

動
を
適
用
し
て

当
該
組
合

せ
の
適
用
が
耐

震
性
評
価

に
及
ぼ
す
影
響

を
評
価

し
て
い
る
こ
と

を
記
載
し

て
い
る
。

「
Ⅴ

-2
-
1-
8 
水
平
２
方
向
及
び

鉛
直
方
向
地
震

力
の
組
合

せ
に
関
す
る
影

響
評
価
方

針
」
（

1頁
参
照
）

「
Ⅴ

-2
-
12
 水

平
２
方

向
及
び
鉛

直
方
向
地
震
力

の
組
合
せ

に
関
す
る
影
響

評
価
結
果

」
（
4
2
,4
7頁

参
照
）

「
Ⅴ

-2
-別

添
1
-1
1
火

災
防
護
設

備
の
水
平
２
方

向
及
び
鉛

直
方
向
地
震
力

の
組
合
せ

に
関
す
る
影
響

評
価
」
（

1～
5,
7頁

参
照

）
「
補
足

-
34
0-
7
水
平
２
方
向
及

び
鉛
直
方
向
の

適
切
な
組

合
せ
に
関
す
る

検
討
に
つ

い
て
」
（

79
,8
6
,8
8
,8
9頁

参
照

）
「
補
足

-
34
0-
1
3
機
電

分
耐
震
計

算
書
の
補
足
に

つ
い
て
」

（
81
,
1
58
頁
参

照
）

今
回
の

変
更
認
可
申
請

に
伴
い
，

水
平
２
方
向
及

び
鉛
直
方

向
地
震
力
の
組

合
せ
に
関

す
る
影
響
評
価

方
針
に
変

更
が
な
い
こ
と

を
確
認
す

る
。
ま
た
，

耐
震
性

評
価
に
及
ぼ
す

影
響
の
評

価
に
変
更
が
な

い
こ
と
を

確
認
す
る
。
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確
認
図
書

名
確

認
結
果

補
足

-4
【
火
災
防
護
審

査
基
準
改

正
に
伴
う
火
災

感
知
器

等
の
種
別
及
び

配
置
の
変

更
】

・
今
回

の
火
災
防
護
審
査
基
準
改

正
に
伴
う
火
災

感
知
設
備

の
改
造
に
よ
り

，
火
災
感

知
器
等
の
種
別

及
び
配
置

に
変
更
が

あ
る
も
の
の
，
当
該
設
備

の
機
能
及
び
設

置
場
所
に

お
け
る
周
辺
施

設
に
変
更

が
な
い
こ
と
を

確
認
し
た

。
【
②

,⑥
ｃ
】

Ⅴ
-2
-1
-
1 
耐

震
設
計
の
基
本
方

針
の
概
要

Ⅴ
-2
-別

添
1-
1
火
災
防
護
設
備

の
耐
震
計
算
の

方
針

・
今
回

の
火
災
防
護
審
査
基
準
改

正
に
伴
う
火
災

感
知
設
備

の
改
造
に
よ
り

，
火
災
感

知
器
等
の
種
別

及
び
配
置

に
変
更
が

あ
る
も
の
の
，
耐
震
設
計

，
耐
震
重
要
度

分
類
，
地

震
力
の
算
定
，

荷
重
の
組

合
せ
，
許
容
限

界
及
び
波

及
的
影

響
を
考
慮
し
た
設
計
な
ど

の
基
本
方
針
に

変
更
が
な

い
こ
と
を
確
認

し
た
。

【
①
～

⑥
】

Ⅴ
-2
-1
-
4 
重

要
度
分
類
及
び
重

大
事
故
等
対
処

施
設
の

施
設
区
分
の
基

本
方
針

・
今
回

の
火
災
防
護
審
査
基
準
改

正
に
伴
う
火
災

感
知
設
備

の
改
造
に
よ
り

，
火
災
感

知
器
等
の
種
別

及
び
配
置

に
変
更
が

あ
る
も
の
の
，
当
該
設
備

の
機
能
及
び
設

置
場
所
に

お
け
る
周
辺
施

設
に
変
更

が
な
い
こ
と
か

ら
，
耐
震

重
要
度

分
類
及
び
波
及
的
影
響
を

考
慮
す
べ
き
施

設
区
分
の

基
本
方
針
に
変

更
が
な
い

こ
と
を
確
認
し

た
。
【
②

,
⑥
ｃ
】

Ⅴ
-2
-1
-
5 
波

及
的
影
響
に
係
る

基
本
方
針

・
今
回

の
火
災
防
護
審
査
基
準
改

正
に
伴
う
火
災

感
知
設
備

の
改
造
に
よ
り

，
火
災
感

知
器
等
の
種
別

及
び
配
置

に
変
更
が

あ
る
も
の
の
，
当
該
設
備

の
機
能
及
び
設

置
場
所
に

お
け
る
周
辺
施

設
に
変
更

が
な
い
こ
と
か

ら
，
波
及

的
影
響

を
考
慮
し
た
設
計
の
基
本

方
針
に
変
更
が

な
い
こ
と

を
確
認
し
た
。

【
⑥
】

火
災
防
護
審
査
基
準
改
正
に
伴
う
火
災
感
知
器
等
の
種
別
及
び
配
置
の
変
更
認
可
申
請
に
伴
う
影
響
に
つ
い
て

【
第
５

条
地
震

に
よ

る
損

傷
の

防
止

】

２
．
確

認
結
果
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確
認
図
書

名
確

認
結
果

Ⅴ
-2
-1
-
8 
水

平
２
方
向
及
び
鉛

直
方
向
地
震
力

の
組
合

せ
に
関
す
る
影

響
評
価
方

針

Ⅴ
-2
-1
2
 水

平
２
方
向

及
び
鉛
直

方
向
地
震
力
の

組
合
せ

に
関
す
る
影
響

評
価
結
果

Ⅴ
-2
-別

添
1-
1
1
火
災

防
護
設
備

の
水
平
２
方
向

及
び
鉛

直
方
向
地
震
力

の
組
合
せ

に
関
す
る
影
響

評
価

補
足

-3
4
0-
7
水
平
２
方
向
及
び

鉛
直
方
向
の
適

切
な
組

合
せ
に
関
す
る

検
討
に
つ

い
て

補
足

-3
4
0-
13

機
電
分

耐
震
計
算

書
の
補
足
に
つ

い
て

・
今
回

の
火
災
防
護
審
査
基
準
改

正
に
伴
う
火
災

感
知
設
備

の
改
造
に
つ
い

て
，
「
水

平
２
方
向
及
び

鉛
直
方
向

の
組
合
せ

に
よ
る
影
響
の
可
能
性
が

あ
る
施
設
を
評

価
対
象
施

設
と
し
，
施
設

が
有
す
る

耐
震
性
に
及
ぼ

す
影
響
を

評
価
す

る
」
方
針
を
変
更
す
る
も

の
で
は
な
い
こ

と
を
確
認

し
た
。
影
響
評

価
に
対
す

る
確
認
結
果
は

次
の
と
お

り
。
【

⑦
】

・
今
回

の
火
災
防
護
審
査
基
準
改

正
に
伴
う
火
災

感
知
設
備

の
改
造
の
水
平

２
方
向
及

び
鉛
直
方
向
の

地
震
力
の

組
合
せ
に

よ
る
耐
震
性
評
価
に
及
ぼ

す
影
響
の
評
価

は
，
設
計

用
床
応
答
曲
線

の
震
度
を

一
律
に

1.
5倍

し
た
設
備

評
価
用
床

応
答
曲
線
を
使
用
す
る
こ

と
に
よ
り
，
耐

震
裕
度
に

包
絡
さ
れ
て
い

る
こ
と
を

確
認
し
て
い
る

。
今
回

の
火
災
防
護
審

査
基
準
改

正
に
伴
う
火
災

感
知
設
備

の
改
造
に
係
る

変
更
範
囲

は
，
設
備
評
価

用
床
応
答

曲
線
を
変

更
す
る
も
の
で
は
な
い
た

め
，
水
平
２
方

向
及
び
鉛

直
方
向
地
震
力

の
組
合
せ

に
関
す
る
影
響

評
価
に
変

更
が
な

い
こ
と
を
確
認
し
た
。
【

⑦
】

・
な
お

，
床
応
答
へ
の
影
響
検
討

と
し
て
，

3次
元
的
な
応

答
特
性
を
踏
ま

え
て
も
，

原
子
炉
建
屋
に

お
け
る
質

点
系

モ
デ
ル

の
応
答
は
，
妥
当
な
応
答

と
な
る
こ
と
は

確
認
し
て

い
る
。
【
⑦
】

Ⅴ
-2
-別

添
1-
2
火
災
感
知
器
の

耐
震
計
算
書

・
今
回

の
火
災
防
護
審
査
基
準
改

正
に
伴
う
火
災

感
知
設
備

の
改
造
に
つ
い

て
，
構
造

計
画
に
変
更
は

な
く
，
必

要
な
構
造

強
度
及
び
電
気
的
機
能
維

持
が
確
保
さ
れ

て
い
る
こ

と
を
確
認
し
た

。
【
①

,②
】

火
災
防
護
審
査
基
準
改
正
に
伴
う
火
災
感
知
器
等
の
種
別
及
び
配
置
の
変
更
認
可
申
請
に
伴
う
影
響
に
つ
い
て

【
第
５

条
地
震

に
よ

る
損

傷
の

防
止

】
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火
災
防
護
審
査
基
準
改
正
に
伴
う
火
災
感
知
器
等
の
種
別
及
び
配
置
の
変
更
認
可
申
請
に
伴
う
影
響
に
つ
い
て

【
第
５

条
地
震

に
よ

る
損

傷
の

防
止

】

３
．
ま
と
め

・
今
回
の
火
災
防
護
審

査
基
準
改

正
に
伴
う
火
災

感
知
設
備

の
改
造
に
つ
い

て
，
火
災

感
知
器
等
の
種

別
及
び
配

置
に
変
更
が
あ

る
が
，
耐
震
設
計
の
基
本

方
針
に
変

更
が
な
い
こ
と

を
確
認
し

た
。

・
基
本
方
針
に
変
更
が

な
く
，
必

要
な
強
度
は
確

保
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら

，
技
術
基

準
の
適
合
性
に

影
響
を
与

え
な
い
。

・
既
工
事
計
画
で
確
認

さ
れ
た
設

計
を
変
更
す
る

も
の
で
は

な
い
。
ま
た
，

地
震
に
よ

る
損
傷
の
防
止

に
関
す
る

基
本
設
計
方
針

に
つ
い
て
も
変
更
は
な
い

。
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3. 評価部位及び荷重の組合せ

火災防護設備における耐震評価のための評価対象を以下に示す。また，荷重及び荷重

の組合せを「3.1 荷重及び荷重の組合せ」に，許容限界を「3.2 許容限界」に示す。 

(1) 火災感知器

a. 基礎ボルト

火災感知器は，火災起因の荷重は発生しないため，耐震性を有する原子炉建屋

等にボルト等で固定し，主要な構造部材が火災防護上重要な機器等及び重大事

故等対処設備に対する火災の影響を限定し，火災を早期に感知する機能を保持

可能な構造強度を有する設計とすることを構造強度上の性能目標とし，具体的

には以下に示す構造強度を有する設計とする。 

火災感知器は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対し，主要な構造部材が，火災

を早期に感知する機能を保持可能な構造強度を有する設計とする。 

したがって，火災感知器を固定する火災感知器の基礎ボルトの許容限界は，基

準地震動Ｓｓによる地震力に対し，塑性ひずみが生じる場合であっても，その量

が微小なレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有することを計算によ

り確認する評価方針としていることを踏まえ，添付書類「Ⅴ-2-1-9 機能維持の

基本方針」に示す「原子力発電所耐震設計技術指針」ＪＥＡＧ４６０１－1987（以

下「ＪＥＡＧ４６０１－1987」という。）に準じて許容応力状態ⅣＡＳの許容応

力以下とすることを許容限界として設定する。 

(2) 火災受信機盤

a. 基礎ボルト

火災受信機盤は，火災起因の荷重は発生しないため，耐震性を有する原子炉建

屋等にボルト等で固定し，主要な構造部材が火災防護上重要な機器等及び重大

事故等対処設備に対する火災の影響を限定し，火災を早期に感知する機能を保

持可能な構造強度を有する設計とすることを構造強度上の性能目標とし，具体

的には以下に示す構造強度を有する設計とする。 

火災受信機盤は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対し，主要な構造部材が，火

災を早期に感知する機能を保持可能な構造強度を有する設計とする。 

したがって，火災受信機盤を固定する火災受信機盤の基礎ボルトの許容限界

は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対し，塑性ひずみが生じる場合であっても，

その量が微小なレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有することを計

算により確認する評価方針としていることを踏まえ，添付書類「Ⅴ-2-1-9 機能

維持の基本方針」に示すＪＥＡＧ４６０１－1987に準じて許容応力状態ⅣＡＳの

許容応力以下とすることを許容限界として設定する。 

①ａ,ｂ
⑥ｄ

88



④ ａ

89



⑤ａ

90



⑤
ａ

91



② ⑤ａ

92



③ｂ

93



⑤ｂ

94



N
T
2
 
補
②

 Ⅴ
-
2
-別

添
1
-
2
 R
5
 

Ⅴ-2-別添1-2 火災感知器の耐震計算書 
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12 

表
4
-
1 

荷
重

の
組

合
せ

及
び
許
容

応
力

状
態

（
設

計
基

準
対

象
施
設

）
 

施
設

区
分
 

機
器

名
称
 

耐
震

設
計

上
の
 

重
要

度
分

類
 

機
器

等
の

区
分
 

荷
重

の
組

合
せ
 

許
容
応
力

状
態
 

そ
の

他
発

電

用
原

子
炉

の

附
属

施
設
 

火
災

防
護
 

設
備
 

熱
感

知
器
 

Ｃ
 

－
＊
 

Ｄ
＋

Ｓ
ｓ

Ⅳ
Ａ
Ｓ
 

煙
感

知
器

①
 

Ｃ
 

－
＊
 

Ｄ
＋

Ｓ
ｓ

Ⅳ
Ａ
Ｓ
 

光
電

分
離

式
煙

感
知

器
 

Ｃ
 

－
＊
 

Ｄ
＋

Ｓ
ｓ

Ⅳ
Ａ
Ｓ
 

煙
感

知
器

（
防

爆
）
 

Ｃ
 

－
＊
 

Ｄ
＋

Ｓ
ｓ

Ⅳ
Ａ
Ｓ
 

熱
感

知
器

（
防

爆
）
 

Ｃ
 

－
＊
 

Ｄ
＋

Ｓ
ｓ

Ⅳ
Ａ
Ｓ
 

屋
外

仕
様

炎
感

知
器
 

Ｃ
 

－
＊
 

Ｄ
＋

Ｓ
ｓ

Ⅳ
Ａ
Ｓ
 

熱
感

知
カ

メ
ラ
 

Ｃ
 

－
＊
 

Ｄ
＋

Ｓ
ｓ

Ⅳ
Ａ
Ｓ
 

煙
感

知
器

②
 

Ｃ
 

－
＊
 

Ｄ
＋

Ｓ
ｓ

Ⅳ
Ａ
Ｓ
 

注
記

 
＊

：
そ

の
他

の
支

持
構

造
物
の

荷
重

の
組

合
せ

及
び

許
容
応

力
状

態
を

適
用
す
る

。
 

①
ａ

,
ｂ

②
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19 

6
.
4
 
構

造
強

度
評

価
結

果
 

6
.
4
.1
 
構
造

強
度

評
価

結
果

 

機
器

名
称
 

評
価

部
位
 

材
料
 

応
力

分
類
 

発
生

応
力
 

許
容

応
力
 

熱
感

知
器
 

基
礎

ボ
ル

ト
 

S
S
4
0
0 

引
張

応
力
 

σ
ｂ
＝

2
0 

ƒ ｔ
ｓ
＝

1
6
8
*

せ
ん

断
応

力
 

τ
ｂ
＝

2 
ƒ ｓ

ｂ
＝

1
2
8

煙
感

知
器

①
 

基
礎

ボ
ル

ト
 

S
S
4
0
0 

引
張

応
力
 

σ
ｂ
＝

2
0 

ƒ ｔ
ｓ
＝

1
6
8
*

せ
ん

断
応

力
 

τ
ｂ
＝

2 
ƒ ｓ

ｂ
＝

1
2
8

光
電

分
離

式
煙

感
知

器
 

基
礎

ボ
ル

ト
 

S
S
4
0
0 

引
張

応
力
 

σ
ｂ
＝

2 
ƒ ｔ

ｓ
＝

1
6
8
*

せ
ん

断
応

力
 

τ
ｂ
＝

1 
ƒ ｓ

ｂ
＝

1
2
8

煙
感

知
器

（
防

爆
）
 

基
礎

ボ
ル

ト
 

S
S
4
0
0 

引
張

応
力
 

σ
ｂ
＝

1 
ƒ ｔ

ｓ
＝

1
6
8
*

せ
ん

断
応

力
 

τ
ｂ
＝

1 
ƒ ｓ

ｂ
＝

1
2
8

熱
感

知
器

（
防

爆
）
 

基
礎

ボ
ル

ト
 

S
S
4
0
0 

引
張

応
力
 

σ
ｂ
＝

1 
ƒ ｔ

ｓ
＝

1
6
8
*

せ
ん

断
応

力
 

τ
ｂ
＝

1 
ƒ ｓ

ｂ
＝

1
2
8

屋
外

仕
様

炎
感

知
器
 

基
礎

ボ
ル

ト
 

S
S
4
0
0 

引
張

応
力
 

σ
ｂ
＝

9 
ƒ ｔ

ｓ
＝

1
6
8
*

せ
ん

断
応

力
 

τ
ｂ
＝

2 
ƒ ｓ

ｂ
＝

1
2
8

熱
感

知
カ

メ
ラ
 

基
礎

ボ
ル

ト
 

S
S
4
0
0 

引
張

応
力
 

σ
ｂ
＝

1
5 

ƒ ｔ
ｓ
＝

1
6
8
*

せ
ん

断
応

力
 

τ
ｂ
＝

5 
ƒ ｓ

ｂ
＝

1
2
8

煙
感

知
器

②
 

基
礎

ボ
ル

ト
 

S
S
4
0
0 

引
張

応
力
 

σ
ｂ
＝

1
1 

ƒ ｔ
ｓ
＝

1
6
8
*

せ
ん

断
応

力
 

τ
ｂ
＝

3 
ƒ ｓ

ｂ
＝

1
2
8

注
記

 
＊
：

ƒ ｔ
ｓ
 ＝

M
i
n[
1
.4
・

ƒ ｔ
ｏ
－

1.
6
・
τ

ｂ
ｉ
，
 
ƒ ｔ

ｏ
]
よ

り
算

出

発
生

応
力

は
す

べ
て

許
容

応
力

以
下
で

あ
る

。
 

（
単

位
：

M
Pa
）
 ①

ａ
,
ｂ
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6
.
4
.
2 

電
気

的
機

能
維

持
評
価

結
果
 

機
器

名
称
 

据
え

付
け

場
所

及
び

床
面

高
さ

(
m)
 

機
能

確
認

済
加

速
度

と
の

比
較

 

水
平
 

鉛
直
 

評
価

用
 

加
速

度
 

機
能

確
認

済
 

加
速

度
 

評
価

用
 

加
速

度
 

機
能

確
認

済
 

加
速

度
 

熱
感

知
器
 

 

E
L
.
4
6
.5

＊
 

1
.4
6 

5
.
2
7 

1
.
2
6 

3
.
3
1 

煙
感

知
器

①
 

 

E
L
.
4
6
.5

＊
 

1
.4
6 

5
.
2
7 

1
.
2
6 

3
.
3
1 

光
電

分
離

式
煙

感
知

器
 

 

E
L
.
6
3
.6
5
＊
 

2
.0
4 

5
.
2
7 

1
.
5
6 

3
.
3
1 

煙
感

知
器

（
防

爆
）
 

 

E
L
.
1
4
.0

＊
 

0
.9
5 

3
.
3
1 

0
.
8
3 

3
.
3
2 

熱
感

知
器

（
防

爆
）
 

E
L
.
1
4
.0

＊
 

0
.9
5 

3
.
3
1 

0
.
8
3 

3
.
3
2 

屋
外

仕
様

炎
感

知
器
 

 

E
L
.
6
3
.6
5
＊
 

2
.0
4 

3
.
1
9 

1
.
5
6 

3
.
3
0 

熱
感

知
カ

メ
ラ
 

海
水

ポ
ン

プ
室
 

E
L
.
0
.
3 

0
.9
1 

1
0
.
1
2 

0
.
8
6 

4
.
5
5 

煙
感

知
器

②
 

 

E
L
.
1
4
.0
 

0
.9
5 

6
.
3
6 

0
.
8
3 

4
.
1
9 

注
記

 
＊

：
建

屋
天

井
等

に
固

定
し
て

い
る

た
め

，
設

置
フ

ロ
ア
上

階
の
設
備

評
価

用
床

応
答
曲

線
を

用
い

る
。
 

評
価

用
加

速
度

（
1
.
0
ZP
A
）
は

す
べ
て

機
能

確
認

済
加

速
度

以
下
で

あ
る
。
 

（
×

9
.8
 
m
/s

2
）
 ①
ａ

,
ｂ
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１
．
基
準
適
合
性
の
確

認
範
囲

①
基
本
事
項
に
つ
い
て

既
工
事

計
画
に
お
い
て

は
，
設
計

基
準
対
象
施
設

が
，
基
準

津
波
に
よ
り
そ

の
安
全
性

が
損
な
わ
れ
る

お
そ
れ
が

な
い
よ
う
に
す

る
た
め
，

設
置
変
更
許
可

申
請
書

の
設
計
方
針
に

基
づ
く
と

と
も
に
，
「
耐

津
波
設
計

に
係
る
工
認
審

査
ガ
イ
ド

」
に
基
づ
く
手

法
を
適
用

し
て
，
津
波
防

護
施
設
，

浸
水
防
止
設
備

及
び
津
波

監
視
設
備
を
設

置
し
て
い

る
こ
と
並
び
に

基
準
津
波

に
対
し
て
こ
れ

ら
の
施
設

の
機
能
を
維
持

す
る
設
計

と
し
て
い
る
こ

と
を
記
載

し
て
い
る
。

「
Ⅴ

-1
-
1-
2-
2
-1
 耐

津
波
設
計

の
基
本
方
針
」

（
1
頁
参
照
）

今
回
の

変
更
認
可
申
請

に
伴
い
，

上
記
の
設
計
に

変
更
が
な

い
こ
と
を
確
認

す
る
。

②
津
波
防
護
対
象
設
備

に
つ
い
て

既
工
事

計
画
に
お
い
て

は
，
設
計

基
準
対
象
施
設

の
う
ち
津

波
か
ら
防
護
す

る
設
備
に

つ
い
て
は
「
発

電
用
軽
水

型
原
子
炉
施
設

の
安
全
機

能
の
重
要
度
分

類
に
関

す
る
審
査
指
針

」
（
以
下

「
安
全
重
要
度

分
類
指
針

」
と
い
う
。
）

で
規
定
さ

れ
る
ク
ラ
ス
１

，
２
設
備

及
び
耐
震
Ｓ
ク

ラ
ス
に
属

す
る
設
備
（
津

波
防
護
施

設
，
浸
水
防
止

設
備
及
び

津
波
監
視
設
備

を
除
く
。

）
と
し
て
い
る

こ
と
を
記

載
し
て
い
る
。

「
補
足

-
4【

火
災
防
護

審
査
基
準

改
正
に
伴
う
火

災
感
知
器

等
の
種
別
及
び

配
置
の
変

更
】
参
照
」

「
Ⅴ

-1
-
1-
2-
1
-2
 防

護
対
象
施

設
の
範
囲
」
（

1頁
参
照

）
「
Ⅴ

-1
-
1-
2-
2
-1
 耐

津
波
設
計

の
基
本
方
針
」

（
1
,
2頁

参
照
）

今
回
の

変
更
認
可
申
請

に
伴
い
，

上
記
の
設
計
に

変
更
が
な

い
こ
と
を
確
認

す
る
。

火
災
防
護
審
査
基
準
改
正
に
伴
う
火
災
感
知
器
等
の
種
別
及
び
配
置
の
変
更
認
可
申
請
に
伴
う
影
響
に
つ
い
て

【
第
６

条
津
波

に
よ

る
損

傷
の

防
止

】

補足－１　添付資料３
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確
認
図
書

名
確

認
結
果

補
足

-4
【
火
災
防
護
審

査
基
準
改

正
に
伴
う
火
災

感
知
器

等
の
種
別
及
び

配
置
の
変

更
】

・
今
回

の
火
災
防
護
審
査
基
準
改

正
に
伴
い
改
造

す
る
火
災

感
知
設
備
は
，

安
全
重
要

度
分
類
指
針
で

規
定
さ
れ

る
M
S
-3
に

属
し
，
津
波
防
護
対
象
設

備
に
該
当
し
な

い
こ
と
を

確
認
し
た
。
【

②
】

Ⅴ
-1
-1
-
2-
2-
1
 耐

津
波
設
計
の

基
本
方
針

・
今
回

の
火
災
防
護
審
査
基
準
改

正
に
伴
う
火
災

感
知
設
備

の
改
造
に
よ
り

，
火
災
感

知
器
等
の
種
別

及
び
配
置

に
変
更
が

あ
る
も
の
の
，
基
準
津
波

に
よ
り
そ
の
安

全
性
が
損

な
わ
れ
る
お
そ

れ
が
な
い

よ
う
に
す
る
た

め
の
設
計

に
影
響

を
与
え
な
い
こ
と
を
確
認

し
た
。
【
①
】

・
今
回

の
火
災
防
護
審
査
基
準
改

正
に
伴
い
改
造

す
る
火
災

感
知
設
備
は
，

安
全
重
要

度
分
類
指
針
で

規
定
さ
れ

る
M
S
-3
に

属
し
，
津
波
防
護
対
象
設

備
に
該
当
し
な

い
こ
と
を

確
認
し
た
。
【

②
】

Ⅴ
-1
-1
-
2-
1-
2
 防

護
対
象
施
設

の
範
囲

・
今
回

の
火
災
防
護
審
査
基
準
改

正
に
伴
い
改
造

す
る
火
災

感
知
設
備
は
，

安
全
重
要

度
分
類
指
針
で

規
定
さ
れ

る
M
S
-3
に

属
し
，
津
波
防
護
対
象
設

備
に
該
当
し
な

い
こ
と
を

確
認
し
た
。
【

②
】

２
．
確

認
結
果

火
災
防
護
審
査
基
準
改
正
に
伴
う
火
災
感
知
器
等
の
種
別
及
び
配
置
の
変
更
認
可
申
請
に
伴
う
影
響
に
つ
い
て

【
第
６

条
津
波

に
よ

る
損

傷
の

防
止

】
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３
．
ま
と
め

・
今
回
の
火
災
防
護
審

査
基
準
改

正
に
伴
う
火
災

感
知
設
備

の
改
造
に
つ
い

て
，
耐
津

波
設
計
の
方
針

に
影
響
が

な
く
，
ま
た
，

設
計
基
準
対
象
施
設
で
あ

る
火
災
感

知
設
備
は
，
津

波
防
護
対

象
設
備
に
該
当

し
な
い
こ

と
を
確
認
し
た

。
・
津
波
に
よ
る
損
傷
の

防
止
に
係

る
設
計
方
針
に

変
更
が
な

い
た
め
，
技
術

基
準
の
適

合
性
に
影
響
を

与
え
な
い

。
・
既
工
事
計
画
で
確
認

さ
れ
た
設

計
を
変
更
す
る

も
の
で
は

な
い
。
ま
た
，

津
波
に
よ

る
損
傷
の
防
止

に
関
す
る

基
本
設
計
方
針

に
つ
い
て
も
変
更
は
な
い

。

火
災
防
護
審
査
基
準
改
正
に
伴
う
火
災
感
知
器
等
の
種
別
及
び
配
置
の
変
更
認
可
申
請
に
伴
う
影
響
に
つ
い
て

【
第
６

条
津
波

に
よ

る
損

傷
の

防
止

】
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1. 概要 

 本添付書類は，発電用原子炉施設の耐津波設計が「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術

基準に関する規則」第 6条及び第 51 条（津波による損傷の防止）並びに「実用発電用原子炉及び

その附属施設の技術基準に関する規則の解釈」に適合することを説明するものである。 

また，重大事故等対処施設が，基準津波を超え敷地に遡上する津波（確率論的リスク評価にお

いて全炉心損傷頻度に対して津波のリスクが有意となる津波。以下「敷地に遡上する津波」とい

う。）に対して，重大事故等に対処するために必要な機能を有効に発揮することができるように，

第 54条（重大事故等対処設備）及び「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規

則の解釈」に適合することを説明するものである。 

 

2. 耐津波設計の基本方針 

2.1 基本方針 

 設計基準対象施設及び重大事故等対処施設が，設置（変更）許可を受けた基準津波により，

その安全性又は重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないよう，遡

上への影響要因及び浸水経路等を考慮して，設計時にそれぞれの施設に対して入力津波を設

定するとともに津波防護対象設備に対する入力津波の影響を評価し，影響に応じた津波防護

対策を講じる設計とする。 

 また，重大事故等対処施設が，敷地に遡上する津波に対して，重大事故等に対処するために

必要な機能を有効に発揮することができるよう，遡上への影響要因及び浸水経路等を考慮し

て，設計時にそれぞれの施設に対して入力津波を設定するとともに津波防護対象設備に対す

る入力津波の影響を評価し，影響に応じた津波対策を講じる設計とする。 

敷地に遡上する津波の高さは，防潮堤及び防潮扉の高さを超えることから，防潮堤及び防潮

扉は，津波の越流時の耐性を確保することで防潮堤の高さを維持し，防潮堤内側の敷地への津

波の流入量を抑制する設計とする。また，止水性を維持し第 2波以降の繰返しの津波の襲来に

対しては，防潮堤内側の敷地への津波の流入又は回り込みを防止する設計とする。 

 基準津波に対しては，添付書類「Ⅴ-1-1-2-1-1 発電用原子炉施設に対する自然現象等によ

る損傷の防止に関する基本方針」の「3.1.1 自然現象に対する具体的な設計上の考慮 (11) 

高潮」を踏まえ，津波と同様な潮位の変動事象である高潮の影響について確認する。確認結果

については，添付書類「Ⅴ-1-1-2-2-4 入力津波による津波防護対象設備への影響評価」に示

す。 

敷地に遡上する津波に対しては，全炉心損傷頻度に対して津波のリスクが有意となる津波

として，防潮堤前面において津波高さを T.P.+24m と設定し，確率論的リスク評価を実施して

いることから，高潮の影響は考慮しない。 

 

2.1.1 津波防護対象設備 

(1) 基準津波に対する津波防護対象設備 

 添付書類「Ⅴ-1-1-2-1-1 発電用原子炉施設に対する自然現象等による損傷の防止

に関する基本方針」の「2.3 外部からの衝撃より防護すべき施設」に従い，設計基準

対象施設が，基準津波により，その安全性が損なわれるおそれがないよう，津波から防
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護すべき施設は，設計基準対象施設のうち「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要

度分類に関する審査指針」で規定されているクラス１及びクラス２に該当する構築物，

系統及び機器（以下「津波防護対象設備」という。）とする。 

津波防護対象設備の防護設計においては，津波により防護対象施設に波及的影響を

及ぼすおそれのある防護対象施設以外の施設についても考慮する。また，重大事故等対

処施設及び可搬型重大事故等対処設備についても，設計基準対象施設と同時に必要な

機能が損なわれるおそれがないよう，津波防護対象設備に含める。 

さらに，津波が地震の随伴事象であることを踏まえ，耐震Ｓクラスの施設（津波防護

施設，浸水防止設備及び津波監視設備を除く。）を含めて津波防護対象設備（以下，上

記に示した津波防護対象施設をまとめて「基準津波に対する津波防護対象設備」とい

う。）とする。 

(2) 敷地に遡上する津波に対する津波防護対象設備 

敷地に遡上する津波から防護すべき施設は，重大事故等対処施設とし，基準津波への 

対策と同様に，重大事故等対処施設を内包する建屋及び区画を高台に配置するか又は 

建屋及び区画の境界に浸水防護対策を講じることで，内包する重大事故等対処施設の 

重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない設計とする。 

また，常設重大事故防止設備及び設計基準事故対処設備が同時に必要な機能を損な 

うおそれがないよう，可搬型重大事故等対処設備も含めて津波防護対象設備（以下 

「敷地に遡上する津波に対する防護対象設備」という。）とする。 

非常用取水設備（貯留堰及び取水構造物を除く。）は，緊急用海水系の流路であるこ

とから，敷地に遡上する津波に対する防護対象設備とする。 

しかし，残留熱除去系海水系ポンプ，非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ及び高圧 

炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプ（以下「非常用海水ポンプ」という。）

は，防潮堤及び防潮扉を越流した津波により海水ポンプ室が冠水状態となることで機

能喪失する前提であることから，非常用海水ポンプ並びに同ポンプから海水が供給さ

れる高圧炉心スプレイ系及び非常用ディーゼル発電機は防護すべき施設の対象外とす

る。 

 

2.1.2 入力津波の設定 

 各施設・設備の設計又は評価に用いる入力津波として，敷地への遡上に伴う津波（以下

「遡上波」という。）による入力津波と取水路，放水路等の経路からの流入に伴う津波（以

下「経路からの津波」という。）による入力津波を設定する。 

 敷地に遡上する津波についても上記と同様とするが，遡上波による入力津波について

は，防潮堤外側及び防潮堤内側でそれぞれ設定する。 

入力津波の設定の諸条件の変更により，評価結果が影響を受けないことを確認するた

めに，評価条件変更の都度，津波評価を実施する運用とする。 

 以下に，各入力津波の設定方針を示す。 

(1) 基準津波の入力津波の設定 

 基準津波については，添付書類「Ⅴ-1-1-2-2-2 基準津波の概要」に示す。入力津波
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1. 概要 

本資料は，設計基準対象施設が自然現象等によりその安全性を損なわないという技術基準の要

求を満足させるために必要な安全機能を確認し，それらの安全機能が自然現象等により損なわれ

ないために，防護すべき施設について説明するものである。 

 

2. 安全施設の範囲 

2.1 技術基準規則の要求について 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」（以下「技術基準規則」とい

う。）第 6 条及び第 7 条並びにそれらの「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関

する規則の解釈」（以下「解釈」という。）においては，設計基準対象施設が自然現象等により

その安全性を損なわないことが要求されている。この要求を満足させるためには，通常運転時

だけでなく，運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故時においても発電用原子炉施設の安全

性を確保する必要がある。 

設置（変更）許可申請書添付書類十において，「発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する

審査指針」に基づき行った運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の安全評価（以下「安全

評価」という。）では，運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故として想定される事象に対し

て解析を行い，いずれの事象についても判断基準を満足しており，発電用原子炉施設の安全性

が確保されることを確認している。 

したがって，安全評価において考慮する安全機能が自然現象等により損なわなければ，「運転

時の異常な過渡変化」及び「設計基準事故」時においても発電用原子炉施設の安全性を確保す

ることができ，技術基準規則第 6 条及び第 7条並びにそれらの解釈の要求を満足することがで

きる。 

 

2.2 安全評価において考慮する安全機能 

安全評価では，表 2-1 及び表 2-2 に示す安全機能を考慮して解析を行った結果，発電用原子

炉施設の安全性が確保されることを確認している。 

安全評価において期待する安全機能は，原則として「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の

重要度分類に関する審査指針」で規定されている安全重要度分類の MS-1 又は MS-2 に属するも

のである。しかしながら，「発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針」の付録解説

に示すとおり，MS-3 に属する安全機能のうち表 2-1 及び表 2-2 に示す安全機能については，信

号の多重化により作動系に高い信頼性を有するものとして考慮している。 

 

2.3 外部からの衝撃より防護すべき施設の範囲 

設計基準対象施設が外部からの衝撃によりその安全性を損なうことがないよう，外部からの

衝撃より防護すべき施設は，設計基準対象施設のうち「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の

重要度分類に関する審査指針」で規定されている安全重要度分類のクラス 1，クラス 2 及び安

全評価上その機能に期待するクラス 3 に属する構築物，系統及び機器とする。 

なお，安全評価上その機能に期待するクラス 3 に属する構築物，系統及び機器とは，表 2-1

及び表 2-2 に示している MS-3 の構築物，系統及び機器である。 

②

122



 

2 

N
T
2
 
補

①
 Ⅴ

-
1
-1
-
2
-1
-
2
 R
4
 

 

 

表 2-1 「運転時の異常な過渡変化」において考慮する安全機能 

分類 安全機能 構築物，系統及び機器 

MS-1 

原子炉の緊急停止機能 制御棒及び制御棒駆動系（スクラム機能） 

未臨界維持機能 制御棒及び制御棒駆動系（未臨界維持機能） 

工学的安全施設及び原子炉停

止系への作動信号の発生機能 
安全保護系 

MS-2 － － 

MS-3 

原子炉圧力の上昇の緩和機能 
逃がし安全弁（逃がし弁機能） 

タービン・バイパス弁 

出力上昇の抑制機能 
再循環流量制御系（再循環ポンプ・トリップ機能） 

核計装（制御棒引抜監視装置） 
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表 2-2 「設計基準事故」において考慮する安全機能 

分類 安全機能 構築物，系統及び機器 

MS-1 

原子炉の緊急停止機能 制御棒及び制御棒駆動系（スクラム機能） 

未臨界維持機能 制御棒及び制御棒駆動系（未臨界維持機能） 

原子炉冷却材圧力バウンダリ

の過圧防止機能 
逃がし安全弁（安全弁としての開機能） 

原子炉停止後の除熱機能 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却系） 

原子炉隔離時冷却系 

逃がし安全弁（手動逃がし機能） 

自動減圧系（手動逃がし機能） 

炉心冷却機能 

低圧炉心スプレイ系 

低圧注水系（残留熱除去系低圧注水系） 

高圧炉心スプレイ系 

自動減圧系 

放射性物質の閉じ込め機能，

放射線の遮へい及び放出低減

機能 

格納容器 

格納容器隔離弁（主蒸気隔離弁含む） 

流量制限器 

格納容器スプレイ冷却系（残留熱除去系格納容器ス

プレイ冷却系） 

原子炉建屋 

原子炉建屋ガス処理系 

可燃性ガス濃度制御系 

排気筒（非常用ガス処理系排気筒の支持機能） 

工学的安全施設及び原子炉停

止系への作動信号の発生機能 
安全保護系 

安全上特に重要な関連機能 非常用電源設備 

MS-2 放射性物質放出の防止機能 
気体廃棄物処理施設の隔離弁 

排気筒（非常用ガス処理系排気筒の支持機能以外） 

MS-3 異常状態の把握機能 放射線監視設備の一部（排気筒モニタ） 
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林
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（
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そ
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爆
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隣
工
場
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災
等
の
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事
象
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対
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た
め
，
技
術

基
準
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適
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性
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・
既
工
事
計
画
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さ
れ
た
設

計
を
変
更
す
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も
の
で
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な
い
。
ま
た
，

外
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Ⅴ-1-1-2-1-1 発電用原子炉施設に対する自然現象等による損傷の防止 

に関する基本方針 
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1. 概要 

本資料は，自然現象等の外部からの衝撃への配慮について説明するものである。「実用発電用原

子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則（以下「技術基準規則」という。）」第 5 条及び第

50 条（地震による損傷の防止）並びにその「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関

する規則の解釈（以下「解釈」という。）」については，添付書類「Ⅴ-2 耐震性に関する説明書」

にてその適合性を説明するため，本資料においては，地震を除く自然現象等の外部からの衝撃に

よる損傷の防止に関する設計が，技術基準規則第 6条，第 51 条（津波による損傷の防止）及び第

7 条（外部からの衝撃による損傷の防止）並びにそれらの解釈に適合することを説明し，技術基

準規則第 54条及びその解釈に規定される「重大事故等対処設備」を踏まえた重大事故等対処設備

への配慮についても説明する。 

また，基準津波を超え敷地に遡上する津波（以下「敷地に遡上する津波」という。）については，

添付書類「Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に

関する説明書」において，技術基準規則第 54 条第 1 項及びその解釈への適合することを説明す

るとともに，具体的な敷地に遡上する津波への対策については，添付書類「Ⅴ-1-1-2-2 津波へ

の配慮に関する説明書」に示す。 

なお，自然現象の組合せについては，全ての組合せを網羅的に確認するため，地震を含めた自

然現象について本資料で説明する。 

 

2. 基本方針 

2.1 自然現象 

設計基準対象施設は，外部からの衝撃のうち自然現象による損傷の防止において，発電所敷

地で想定される津波，風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，

森林火災及び高潮の自然現象（地震を除く。）又は地震を含む自然現象の組合せに遭遇した場合

において，自然現象そのものがもたらす環境条件及びその結果として施設で生じ得る環境条件

において，その安全性を損なうおそれがある場合は，防護措置，基礎地盤の改良その他，供用

中における運転管理等の運用上の適切な措置を講じる。 

また，想定される自然現象（地震を除く。）に対する防護措置には，設計基準対象施設が安全

性を損なわないために必要な設計基準対象施設以外の施設又は設備等（重大事故等対処設備を

含む。）への措置を含める。 

重大事故等対処設備は，外部からの衝撃による損傷の防止において，添付書類「Ⅴ-1-1-6 安

全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」に基づ

き，想定される自然現象（地震を除く。）に対して，位置的分散，悪影響防止，環境条件等を考

慮し，必要な機能が損なわれることがないよう，防護措置，その他の適切な措置を講じる。 

設計基準対象施設又は重大事故等対処設備に対して講じる防護措置として設置する施設は，

その設置状況並びに防護する施設の耐震重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類に応じ

た地震力に対し構造強度を確保し，外部からの衝撃を考慮した設計とする。 

 

2.2 人為事象 

設計基準対象施設は，外部からの衝撃のうち発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因と

①ａ,
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なるおそれがある事象であって人為によるもの（故意によるものを除く。）（以下「人為事象」

という。）による損傷の防止において，発電所敷地又はその周辺において想定される爆発，近隣

工場等の火災，危険物を搭載した車両，有毒ガス，船舶の衝突及び電磁的障害に対してその安

全性が損なわれないよう，防護措置又は対象とする発生源から一定の距離をおくことによる適

切な措置を講じる。 

また，想定される人為事象に対する防護措置には，設計基準対象施設がその安全性を損なわ

ないために必要な設計基準対象施設以外の施設又は設備等（重大事故等対処設備を含む。）への

措置を含める。 

想定される人為事象のうち，飛来物（航空機落下）については，防護設計の要否を判断する

基準を超えないことを評価して設置（変更）許可を受けている。本工事計画認可申請時に，設

置（変更）許可申請時から防護設計の要否を判断する基準を超えるような航空路及び航空機落

下データの変更がないことを確認していることから，設計基準対象施設に対して防護措置その

他の適切な措置を講じる必要はない。 

なお，定期的に航空路の変更状況を確認し，防護措置の要否を判断することを保安規定に定

めて管理する。 

航空機落下及び爆発以外に起因する飛来物については，発電所周辺の社会環境からみて，発

生源が設計基準対象施設から一定の距離が確保されており，設計基準対象施設がその安全性を

損なうおそれがないため，防護措置その他の適切な措置を講じる必要はない。 

重大事故等対処設備は，外部からの衝撃による損傷の防止において，添付書類「Ⅴ-1-1-6 安

全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」に基づ

き，人為事象に対して，位置的分散，悪影響防止，環境条件等を考慮し，必要な機能が損なわ

れることがないよう，防護措置その他の適切な措置を講じる。 

設計基準対象施設又は重大事故等対処設備に対して講じる防護措置として設置する施設は，

その設置状況並びに防護する施設の耐震重要度分類及び重大事故等対処設備の設備分類に応じ

た地震力に対し構造強度を確保し，外部からの衝撃を考慮した設計とする。 

 

2.3 外部からの衝撃より防護すべき施設 

設計基準対象施設が外部からの衝撃によりその安全性を損なうことがないよう，外部からの

衝撃より防護すべき施設は，設計基準対象施設のうち，「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の

重要度分類に関する審査指針」で規定されている安全重要度分類のクラス 1，クラス 2 及び安

全評価上その機能に期待するクラス 3 に属する構築物，系統及び機器（以下「外部事象防護対

象施設」という。）とする。また，外部事象防護対象施設の防護設計については，外部からの衝

撃により外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼすおそれのある外部事象防護対象施設以外

の施設についても考慮する。さらに，重大事故等対処設備についても，設計基準対象施設と同

時に必要な機能が損なわれることがないよう，外部からの衝撃より防護すべき施設に含める。 

上記以外の設計基準対象施設については，機能を維持すること若しくは損傷を考慮して代替

設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間での修復等の対応を行うこと又

はそれらを適切に組み合わせることにより，その安全性を損なわない設計とする。 

また，自然現象のうち津波からの衝撃より防護すべき施設（以下「津波防護対象設備」とい
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う。）については，技術基準規則第 6 条の解釈を踏まえ耐震Ｓクラスの施設（津波防護施設，浸

水防止設備及び津波監視設備を除く。）を含める。 

外部事象防護対象施設の詳細については，添付書類「Ⅴ-1-1-2-1-2 防護対象施設の範囲」

に示す。 

 

2.4 組合せ 

地震を含む自然現象の組合せについて，外部事象防護対象施設及び重大事故等対処設備に影

響を与えるおそれのある自然現象の組合せは，設置（変更）許可申請書において示すとおり，

地震，津波，風（台風），積雪及び火山の影響による荷重である。これらの組合せの中から，発

電所の地学，気象学的背景を踏まえ，荷重の組合せを考慮する。組み合わせる荷重の大きさに

ついては，建築基準法に準じるものとする。 

また，科学的技術的知見を踏まえ，外部事象防護対象施設及び屋内の重大事故等対処設備の

うち，特に自然現象（地震を除く。）の影響を受けやすく，かつ，代替手段によってその機能の

維持が困難であるか，又はその修復が著しく困難な構築物，系統及び機器は，建屋内に設置す

ること等により，当該施設に大きな影響を及ぼすおそれがあると想定される自然現象（地震を

除く。）により作用する衝撃が設計基準事故時及び重大事故等時に生じる応力と重なり合わな

い設計とする。 

屋外の重大事故等対処設備は，重大事故等時において，万が一，使用中に機能を喪失した場

合であっても，可搬型重大事故等対処設備によるバックアップが可能となるように位置的分散

を考慮して可搬型重大事故等対処設備を複数保管する設計とすることにより，想定される自然

現象（地震及び津波を除く。）により作用する衝撃が重大事故等時に生じる応力と重なり合わな

い設計とする。 

 

3. 外部からの衝撃への配慮 

3.1 自然現象 

外部事象防護対象施設及び重大事故等対処設備は想定される自然現象（地震を除く。）に対し

ても，その安全性を損なうおそれがないよう設計するとともに，必要に応じて，運転管理等の

運用上の措置を含む適切な措置を講じる。 

設計上考慮する自然現象（地震を除く。）として，設置（変更）許可を受けた 10事象に津波

を含め，11事象とする。 

・津波 

・風（台風） 

・竜巻 

・凍結 

・降水 

・積雪 

・落雷 

・火山の影響 

・生物学的事象 
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・森林火災 

・高潮 

 

3.1.1 自然現象に対する具体的な設計上の考慮 

(1) 津波 

津波防護対象設備は，基準津波に対して，安全機能又は重大事故等に対処するために必

要な機能が損なわれることのないよう，津波の敷地への流入防止，漏水による安全機能又

は重大事故等に対処するために必要な機能への影響防止，津波防護の多重化及び水位低下

による安全機能又は重大事故等に対処するために必要な機能への影響防止を考慮した津波

防護対策を講じる設計とする。 

このため，外郭防護として，基準津波による遡上波を地上部から到達又は流入させない

設計とするため，防潮堤及び防潮扉を，また，取水路，放水路等の経路から流入させない

設計とするため，取水路に取水路点検用開口部浸水防止蓋，海水ポンプ室に海水ポンプグ

ランドドレン排出口逆止弁，循環水ポンプ室に取水ピット空気抜き配管逆止弁，放水路に

放水路ゲート及び放水路ゲート点検用開口部浸水防止蓋，ＳＡ用海水ピットにＳＡ用海水

ピット開口部浸水防止蓋，緊急用海水ポンプ室に緊急用海水ポンプピット点検用開口部浸

水防止蓋，緊急用海水ポンプグランドドレン排水口逆止弁及び緊急用海水ポンプ室床ドレ

ン排水口逆止弁並びに構内排水路に構内排水路逆流防止設備を設置する。また，防潮堤及

び防潮扉下部貫通部に対して止水処置を実施する。 

設計基準対象施設の津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）を内包する建屋及び区

画については，津波による影響等から隔離可能な設計とするため，内郭防護として，海水

ポンプ室に海水ポンプ室ケーブル点検口浸水防止蓋の設置並びにタービン建屋又は非常用

海水系配管カルバートと隣接する原子炉建屋境界地下階の貫通部に対して止水処置を実施

する。さらに，屋外の循環水系配管の損傷箇所から残留熱除去系海水系ポンプ，非常用デ

ィーゼル発電機用海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプ（以

下「非常用海水ポンプ」という。）が設置されている非常用海水ポンプ室への津波の流入を

防止するため，非常用海水ポンプ室の壁の貫通部に対して止水処置を実施する。重大事故

等対処施設の津波防護対象設備（貯留堰及び取水構造物を除く。）を内包する建屋及び区画

については，上記の浸水防止設備及び止水処置に加え，緊急用海水ポンプ点検用開口部浸

水防止蓋，緊急用海水ポンプ室人員用開口部浸水防止蓋，格納容器圧力逃がし装置格納槽

点検用水密ハッチ，常設低圧代替注水系格納槽点検用水密ハッチ，常設低圧代替注水系格

納槽可搬型ポンプ用水密ハッチ，常設代替高圧電源装置用カルバート原子炉建屋側水密扉

を設置する。 

引き波時の水位の低下時は，水面が非常用海水ポンプの取水可能水位を下回ることから，

取水口前面の海中に貯留堰を設置し海水を貯留することで，非常用海水ポンプの取水可能

水位を下回らない設計とする。また，緊急用海水ポンプ，可搬型代替注水大型ポンプ及び

可搬型代替注水中型ポンプの海水の流路であるＳＡ用海水ピット取水塔，海水引込み管，

ＳＡ用海水ピット及び緊急用海水取水管を地下に設置することで，緊急用海水ポンプ，可

搬型代替注水大型ポンプ及び可搬型代替注水中型ポンプの取水可能水位を下回らない設計
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とする。 

地震発生後，津波が発生した場合に，その影響を俯瞰的に把握するため，津波監視設備

として，取水路に潮位計，取水ピットに取水ピット水位計並びに原子炉建屋屋上及び防潮

堤上部に津波・構内監視カメラを設置する。 

詳細については，添付書類「Ⅴ-1-1-2-2 津波への配慮に関する説明書」に示す。 

(2) 風（台風） 

発電所の最寄りの観測所である水戸地方気象台での観測記録（1897 年 2012 年）によれ

ば，最大風速は 28.3 m/s（1961年 10 月 10 日）であり，この観測記録を考慮して統計的に

算出された建築基準法に基づく「その地方における過去の台風の記録に基づく風害の程度

その他の風の性状に応じて三十メートル毎秒から四十六メートル毎秒までの範囲内におい

て国土交通大臣が定める風速」（平成 12 年 5 月 31日建設省告示第 1454号）を用いて風荷

重を設定し，外部事象防護対象施設の安全性を損なうおそれがない設計とする。 

風（台風）に対する設計は，竜巻に対する設計の中で確認する。 

重大事故等対処設備は，建屋内への設置又は設計基準対象施設と位置的分散を図り設置

する。 

(3) 竜巻 

外部事象防護対象施設は，設置（変更）許可を受けた最大風速 100 m/s の設計竜巻が発

生した場合においても，竜巻の風圧力による荷重，気圧差による荷重及び飛来物の衝撃荷

重を組み合わせた荷重等に対してその安全性を損なわないために，飛来物の発生防止対策

及び竜巻防護対策を講じる設計とする。 

重大事故等対処設備は，位置的分散，悪影響防止及び環境条件等を考慮した設計とする。

さらに，外部事象防護対象施設及び外部事象防護対象施設を内包する建屋（以下「外部事

象防護対象施設等」という。）に波及的影響を及ぼす可能性がある施設の影響及び竜巻の随

伴事象による影響について考慮した設計とする。 

詳細については，添付書類「Ⅴ-1-1-2-3 竜巻への配慮に関する説明書」に示す。 

(4) 凍結 

水戸地方気象台での観測記録（1897 年～2012 年）によれば，最低気温は－12.7 ℃（1952

年 2 月 5 日）である。 

外部事象防護対象施設及び重大事故等対処設備は，凍結に対して，上記最低気温を考慮

した設計基準温度を設定し，設計基準温度に対して，屋外設備については保温等の凍結防

止対策を行うことにより，その安全性を損なうおそれがない設計とする。 

(5) 降水 

水戸地方気象台での観測記録（1906 年 2012 年）によれば，日最大 1時間降水量は 81.7 

mm（1947 年 9 月 15 日）である。 

外部事象防護対象施設は，降水による浸水に対して，森林法に基づき上記観測記録を上

回る設計基準降水量を設定し，構内排水路を設けて海域へ排水を行うことにより，その安

全性を損なうおそれがない設計とする。 

構内排水路は，設計基準降水量を上回る排水能力を有する設計とする。 

降水による荷重に対して，排水口及び構内排水路による海域への排水により，外部事象
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防護対象施設の安全性を損なうおそれがない設計とする。 

重大事故等対処設備は，降水に対して防水対策を行う設計とする。 

(6) 積雪 

水戸地方気象台での観測記録（1897年 2012 年）によれば，月最深積雪は 32 cm（1945

年 2 月 26 日）であり，この観測記録を考慮して統計的に算出された建築基準法に基づく

垂直積雪量を用いて積雪荷重を設定し，外部事象防護対象施設の安全性を損なうおそれが

ない設計とする。 

積雪に対する設計は，同様な堆積荷重の影響を考慮する火山事象に対する設計の中で確

認する。 

また，給排気口は，観測記録を考慮して統計的に算出された建築基準法に基づく垂直積

雪量に対して，閉塞により外部事象防護対象施設の安全性を損なうおそれがない設計とす

る。 

重大事故等対処設備は，除雪により，積雪荷重に対してその必要な機能を損なうおそれ

がない設計とする。なお，除雪を適宜実施することを保安規定に定めて管理する。 

(7) 落雷 

外部事象防護対象施設は，発電所の雷害防止対策として，原子炉建屋等への避雷針の設

置を行うとともに，設計基準電流値による雷サージに対して，接地網の敷設による接地抵

抗の低減等及び安全保護系への雷サージ侵入の抑制を図る回路設計を行うことにより，そ

の安全性を損なうおそれがない設計とする。 

重大事故等対処設備は，必要に応じ避雷設備又は接地設備により防護する設計とする。 

(8) 火山の影響 

外部事象防護対象施設は，火山事象が発生した場合においても，その安全性を損なうお

それがない設計とする。 

将来の活動可能性が否定できない火山について，発電所の運用期間中の噴火規模を考慮

して抽出した外部事象防護対象施設の安全機能に影響を及ぼし得る火山事象は降下火砕物

のみであり，設計に用いる降下火砕物特性は，設置（変更）許可を受けた層厚 50 cm，密

度 0.3 g/cm3（乾燥状態）～1.5 g/cm3（湿潤状態），粒径 8 mm 以下の降下火砕物を考慮す

る。 

降下火砕物による直接的影響及び間接的影響のそれぞれに対し，安全性を損なうおそれ

がない設計とする。 

重大事故等対処設備は，環境条件等を考慮した設計とする。 

詳細については，添付書類「Ⅴ-1-1-2-4 火山への配慮に関する説明書」に示す。 

(9) 生物学的事象 

外部事象防護対象施設は，生物学的事象に対して，海生生物であるクラゲ等の発生を考

慮し，また小動物の侵入を防止する設計とする。 

海生生物であるクラゲ等の発生に対しては，除塵装置を設置，除塵装置を通過する貝等

の海生生物に対しては，海水ストレーナを設置し，必要に応じて塵芥を除去することによ

り，残留熱除去系熱交換器等への侵入を防止し，その安全性を損なうおそれがない設計と

する。さらに，定期的に開放点検及び清掃が可能な設計とする。 
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小動物の侵入に対しては，屋内設備は建屋止水処置により，屋外設備は端子箱貫通部の

閉止処置を行うことにより小動物の侵入を防止し，その安全性を損なうおそれがない設計

とする。 

重大事故等対処設備は，生物学的事象に対して，小動物の侵入を防止し，海生生物に対

して，侵入を防止する又は予備を有する設計とする。 

 

(10) 森林火災 

自然現象として想定される森林火災については，延焼防止を目的とした，設置（変更）

許可を受けた防火帯（約 23 m）を敷地内に設ける設計とする。 

発電所周辺の植生を確認し，作成した植生データ等を基に求めた，防火帯の外縁（火炎

側）付近における最大火炎輻射強度（建屋評価においては 444 kW/m2，その他評価におい

ては 442 kW/m2）を設定し，外部事象防護対象施設を内包する建屋の表面温度や屋外の外

部事象防護対象施設の温度が許容温度となる危険距離を算出し，その危険距離を上回る

離隔距離を確保する設計とする。 

ばい煙等発生時の二次的影響については，外気を直接設備内に取り込む機器，外気を取

り込む空調系統（室内の空気を取り込む機器を含む。），外気を取り込む屋外設置機器は，

適切な防護対策を講じることで，その安全性を損なうおそれがない設計とする。 

屋内の重大事故等対処設備についてはこれらを内包する建屋にて防護し，屋外の重大

事故等対処設備については必要な機能を損なわないよう，位置的分散を図る。 

詳細については，爆発，近隣工場等の火災及び有毒ガスと合わせて添付書類「Ⅴ-1-1-

2-5 外部火災への配慮に関する説明書」に示す。 

(11) 高潮 

発電所から北方約 3 kｍ地点に位置する茨城港日立港区での観測記録によれば，最高潮

位は T.P.（東京湾中等潮位）+1.46 m（1958 年 9月 27 日），朔望平均満潮位が T.P.+0.61 

m である。 

外部事象防護対象施設及び重大事故等対処設備（非常用取水設備を除く。）は，高潮の

影響を受けない敷地高さ（T.P.+3.3 m）以上に設置することにより，高潮により影響を受

けることがない設計とする。 

高潮に対する設計は，同様な潮位の変動事象を考慮する津波に対する設計に包絡され

る。 

 

3.2 人為事象 

外部事象防護対象施設は想定される人為事象に対しても，その安全性を損なうおそれがない

よう設計するとともに，必要に応じて，運転管理等の運用上の措置を含む適切な措置を講じる。 

設計上考慮する人為事象として，設置（変更）許可を受けた 5事象とする。 

・爆発 

・近隣工場等の火災 

・有毒ガス 

・船舶の衝突 
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・電磁的障害 

なお，危険物を搭載した車両については，近隣工場等の火災及び有毒ガスの中で取り扱う。 

航空機の墜落については，「実用発電用原子炉施設への航空機落下確率の評価基準について」

（平成 21･06･25 原院第 1 号）等に基づき評価した結果，発電用原子炉施設（使用済燃料乾式貯

蔵建屋除く。）は，約 8.5×10-8 回/炉･年，また，各原子炉施設から独立して設置されている使

用済燃料乾式貯蔵建屋は，約 6.1×10-8 回/炉･年であり，防護設計の要否判断の基準である 

10-7 回/炉･年を超えないことを設置（変更）許可において確認している。 

また，工事計画認可申請時において，航空路を含めた航空機落下確率評価に用いる最新デー

タにおいて，防護設計の要否判断の基準を超えるような変更がないことを確認している。 

したがって，航空機の墜落については，設計基準対象施設に対して，防護措置その他適切な

措置を講じる必要はない。なお，保安規定に，定期的に航空路を含めた航空機落下確率評価に

用いる最新データの変更状況を確認することを定め，防護措置の要否を判断する。ただし，重

大事故等対処設備に対しては航空機の墜落を考慮する。 

 

3.2.1 人為事象に対する具体的な設計上の配慮 

(1) 爆発 

発電所敷地外 10 km 以内に石油コンビナート施設は存在しないため，石油コンビナート

の爆発による外部事象防護対象施設への影響については考慮する必要はない。 

また，発電所敷地外 10 km 以内の産業施設，燃料輸送車両及び発電所近くを航行する船

舶の爆発については，離隔距離の確保等により，その安全性を損なうおそれがない設計と

する。 

発電所敷地内に設置する屋外の危険物タンク，危険物貯蔵所，常時危険物を貯蔵する一

般取扱所，危険物を搭載した車両及び危険物を内包する貯蔵設備以外の設備（以下「危険

物貯蔵施設等」という。）の爆発については，離隔距離の確保により，その安全性を損な

うおそれがない設計とする。 

屋内の重大事故等対処設備についてはこれらを内包する建屋にて防護し，屋外の重大事

故等対処設備については必要な機能を損なわないよう，位置的分散を図る。 

詳細については，森林火災，近隣工場等の火災及び有毒ガスと合わせて添付書類「Ⅴ-1-

1-2-5 外部火災への配慮に関する説明書」に示す。 

(2) 近隣工場等の火災 

a. 石油コンビナート施設等の火災 

発電所敷地外 10 km 以内に石油コンビナート施設は存在しないため，火災による外部

事象防護対象施設への影響については考慮する必要はない。 

発電所敷地外 10 km 以内の産業施設，燃料輸送車両及び発電所近くを航行する船舶の

火災については，離隔距離の確保等により，その安全性を損なうおそれがない設計とす

る。 

b. 発電所敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の火災 

発電所敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の火災については，発生時の輻射熱による

外部火災の影響を考慮する施設（垂直外壁面及び天井スラブから選定した，火災の輻射
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に対して最も厳しい箇所）の表面温度等を算出し，許容温度を満足する設計とする。ま

た，燃料補充用のタンクローリの火災については，燃料補充時は監視人が立会を実施し，

万一の火災発生時は速やかに消火活動を可能とする体制を構築することにより，外部事

象防護対象施設へ影響を与えることのない設計とする。 

屋内の重大事故等対処設備についてはこれらを内包する建屋にて防護し，屋外の重大

事故等対処設備については必要な機能を損なわないよう，位置的分散を図る。 

c. 航空機墜落による火災 

航空機墜落による火災については，「実用発電用原子炉施設への航空機落下確率の評

価基準について」（平成 21･06･25 原院第 1 号（平成 21 年 6 月 30日原子力安全・保安院

一部改正））により落下確率が 10-7（回/炉･年）となる面積及び離隔距離を算出し，外

部事象防護対象施設への影響が最も厳しくなる地点で起こることを想定し，対象航空機

の燃料積載量等を勘案して，対象航空機ごとに外部事象防護対象施設を内包する建屋の

表面温度及び屋外の外部事象防護対象施設の温度を算出し，許容温度を満足する設計と

する。 

屋内の重大事故等対処設備についてはこれらを内包する建屋にて防護し，屋外の重大

事故等対処設備については必要な機能を損なわないよう，位置的分散を図る。 

d. 発電所敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の火災と航空機墜落による火災の重畳火災 

重畳火災については，敷地内の危険物貯蔵施設等の火災と航空機墜落による火災の評

価条件により算出した輻射強度及び燃焼継続時間等により，外部事象防護対象施設の受

熱面に対し，最も厳しい条件となる火災源と外部事象防護対象施設を選定し，外部事象

防護対象施設を内包する建屋の表面温度及び屋外の外部事象防護対象施設の温度を算出

し，許容温度を満足する設計とする。 

屋内の重大事故等対処設備についてはこれらを内包する建屋にて防護し，屋外の重大

事故等対処設備については必要な機能を損なわないよう，位置的分散を図る。 

e. 二次的影響（ばい煙等） 

石油コンビナート施設等の火災，発電所敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の火災及

び航空機墜落による火災に伴うばい煙等発生時の二次的影響に対して，外気を直接設備

内に取り込む機器，外気を取り込む空調系統（室内の空気を取り込む機器を含む。）及

び外気を取り込む屋外設置機器は，必要な場合は対策を実施することにより，その安全

性を損なうおそれがない設計とする。 

屋内の重大事故等対処設備についてはこれらを内包する建屋にて防護し，屋外の重大

事故等対処設備については必要な機能を損なわないよう，位置的分散を図る。 

詳細については，森林火災，爆発及び有毒ガスと合わせて添付書類「Ⅴ-1-1-2-5 外

部火災への配慮に関する説明書」に示す。 

(3) 有毒ガス 

有毒ガスの漏えいについては固定施設（石油コンビナート施設等）と可動施設（陸上輸

送，海上輸送）からの流出が考えられる。発電所周辺には周辺監視区域が設定されている

ため，発電用原子炉施設と主要道路，鉄道路線及び定期航路並びに石油コンビナート施設

等との間に離隔距離を確保することで事故等による火災に伴う発電所への有毒ガスの影響
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がない設計とする。 

また，室内に滞在する人員の環境劣化を防止するために設置した外気取入ダンパの閉止，

建屋内の空気を閉回路循環運転させることにより，有毒ガスの侵入を防止する設計とする。

なお，外気取入ダンパの閉止，閉回路循環運転又は空調ファンの停止による外気取入れの

遮断を保安規定に定めて管理する。 

詳細については，森林火災，爆発及び近隣工場等の火災と合わせて添付書類「Ⅴ-1-1-2-

5 外部火災への配慮に関する説明書」に示す。 

(4) 船舶の衝突 

発電所の周辺海域の船舶の航路としては，発電所北方約 3 km に茨城港日立港区，南方約

6 km に茨城港常陸那珂港区，南方約 18 km に茨城港大洗港区があり，それぞれ日立－釧路

間，常陸那珂－苫小牧間，常陸那珂－北九州間，大洗－苫小牧間等の定期航路があるが，

発電所から離れていること，また，小型船舶が発電所近傍で漂流した場合でも，防波堤等

に衝突して止まることから取水性を損なうことはない。また，万が一防波堤を通過し，カ

ーテンウォール前面に小型船舶が到達した場合であっても， み口が広いため，取水性を

損なうことはない。 

船舶の座礁により，重油流出事故が発生した場合に，カーテンウォールにより，低層か

ら取水することによって，非常用海水系の取水性を損なうことはない。また，必要に応じ

てオイルフェンスを設置する措置を講じる。 

したがって，船舶の衝突によって取水路が閉塞することはなく，その安全性を損なうこ

とはない。 

また，重大事故等対処設備は，設計基準対象施設との位置的分散により取水性を損なう

ことはない。 

(5) 電磁的障害 

安全機能を有する安全保護系は，電磁的障害による擾乱により機能が喪失しないよう，

計装盤へ入線する電源受電部へのラインフィルタや絶縁回路の設置，外部からの信号入出

力部へのラインフィルタや絶縁回路の設置によりサージ・ノイズの侵入による影響を防止

するとともに，鋼製筐体や金属シールド付ケーブルの適用等により，電磁波の侵入を防止

する設計としているため，外部事象防護対象施設及び重大事故等対処設備のうち電磁的障

害に対する考慮が必要な機器がその安全性を損なうことはない。 

(6) 航空機の墜落 

重大事故等対処設備は，建屋内に設置するか，又は屋外において設計基準対象施設と位

置的分散を図る。 

 

4. 組合せ 

4.1 自然現象の組合せについて 

外部事象防護対象施設の安全性が損なわれないことを広く確認する観点から，地震を含めた

自然現象の組合せについて，発電所の地学，気象学的背景を踏まえて検討する。 

(1) 組合せを検討する自然現象の抽出 

自然現象が外部事象防護対象施設に与える影響を考慮し，組合せを検討する自然現象を抽
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出する。 

想定される自然現象のうち，外部事象防護対象施設に影響を与えるおそれのある自然現象

の組合せは，設置（変更）許可申請書において示すとおり，地震，津波，風（台風），積雪及

び火山の影響による荷重であり，荷重以外の機能的影響については，自然現象の組合せによ

り外部事象防護対象施設の安全機能が損なわれないことを確認している。荷重の組合せを考

慮する自然現象のうち，地震，津波及び火山の影響による荷重は，発生頻度が低い偶発的荷

重であるが，発生すると荷重が比較的大きいことから，設計用の主荷重として扱う。 

これに対して積雪及び風（台風）による荷重は，発生頻度が主荷重と比べて高い変動荷重

であり，発生する荷重は主荷重と比べて小さいことから，従荷重として扱い，主荷重との組

合せを考慮する。 

以下，主荷重同士の組合せ及び主荷重と従荷重の組合せについて検討する。 

(2) 主荷重同士の組合せについて 

主荷重同士の組合せについて表 4-1 に示す。それぞれの組合せについては，従属事象，独

立事象であるかを踏まえ，以下のとおりとする。 

① 地震と津波 

基準地震動Ｓｓの震源と基準津波の震源は異なることから，独立事象として扱うことが

可能であり，かつ，各々の発生頻度が十分小さいことから，組合せを考慮する必要なはい。 

基準地震動Ｓｓの震源断層の活動により津波波源の断層が誘発される場合については，

津波が敷地に到達する前に本震は敷地に到達していることから，基準地震動Ｓｓによる地

震力と津波荷重の組合せを考慮する必要はない。 

一方，津波波源の断層の活動により基準地震動Ｓｓの震源断層が誘発される可能性につ

いては，2011年東北地方太平洋沖地震の震源域以外での規模の大きな地震事例から考えて

も，短時間で誘発されることはないと考えられることから，基準地震動Ｓｓによる地震力と

津波荷重の組合せを考慮する必要はない。 

② 地震と火山の影響 

基準地震動Ｓｓの震源と火山とは十分な距離があることから，独立事象として扱い，各々

の発生頻度が十分小さいことから，組合せを考慮する必要はない。 

③ 津波と地震 

基準津波と組み合わせる地震については①のとおり。 

基準津波と組み合わせる地震動に関しては，基準津波の波源を日本海溝におけるプレー

ト間地震に起因する波源としており，その余震の大きさは弾性設計用地震動Ｓｄを下回る

が，安全側に基準津波と弾性設計用地震動Ｓｄの組合せを考慮する。 

④ 津波と火山の影響 

基準津波の波源と火山とは十分な距離があることから，独立事象として扱い，各々の発

生頻度が十分小さいことから，組合せを考慮する必要はない。 

⑤ 火山の影響と地震 

火山の影響と組み合わせる基準地震動については②のとおり。 

火山性地震については，火山と敷地とは十分な距離があることから，火山性地震とこれ

に関連する事象による影響はないと判断し，地震と火山の組合せは考慮しない。（設置変更
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な積雪荷重を与えるための係数 0.35 を考慮する。 

地震と風（台風）については，それぞれの最大荷重の継続時間が短く，同時に発生する

確率が低いものの，風荷重の影響が大きいと考えられるような構造や形状の施設について

は，組合せを考慮する。組み合わせる風速の大きさは，「Ｅの数値を算出する方法並びにＶ

Ｄ及び風力係数を定める件」（平成 12 年 5 月 31 日建設省告示第 1454 号）に定められた東

海村の基準風速 30 m/s とする。 

d. 津波荷重と積雪荷重及び風荷重の組合せ 

津波と積雪については，津波荷重の継続時間は短いが，積雪荷重の継続時間が長いため

組合せを考慮し，施設の形状及び配置により適切に組み合わせる。 

組み合わせるべき荷重について，発電所が立地する東海村は多雪区域ではないため，本

来建築基準法に積雪荷重と他の荷重の組合せは定められていないが，原子力発電施設の重

要性を鑑み，積雪荷重は建築基準法の多雪区域における積雪荷重と地震荷重の組合せと同

様に「茨城県建築基準法等施行細則」に定められた東海村の垂直積雪量 30 cm に平均的な

積雪荷重を与えるための係数 0.35 を考慮する。 

津波と風（台風）については，それぞれの最大荷重の継続時間が短く，同時に発生する

確率が低いものの，風荷重の影響が大きいと考えられるような構造や形状の施設について

は，組合せを考慮する。組み合わせる風速の大きさは，「Ｅの数値を算出する方法並びにＶ

Ｄ及び風力係数を定める件」（平成 12 年 5 月 31 日建設省告示第 1454 号）に定められた東

海村の基準風速 30 m/s とする。 

以上の検討内容について整理した結果を，表 4-3 に示す。 

(4) 自然現象の組合せの方針 

自然現象の組合せについて，火山の影響については積雪と風（台風），基準地震動Ｓｓに

ついては積雪，基準津波については弾性設計用地震動Ｓｄと積雪の荷重を，施設の形状及び

配置により考慮する。 

地震，津波と風（台風）の組合せについても，風荷重の影響が大きいと考えられるよう

な構造や形状の施設については組合せを考慮する。 

組み合わせる積雪深及び風速の大きさは，それぞれ建築基準法を準用して垂直積雪量 30 

cm，基準風速 30 m/s とし，組み合わせる積雪深については，建築基準法に定められた平均

的な積雪荷重を与えるための係数 0.35を考慮する。 

 

4.2 設計基準事故又は重大事故等時の荷重の考慮について 

外部事象防護対象施設のうち，建屋内に設置される外部事象防護対象施設については，建屋

によって地震を除く自然現象の影響を防止できることから，建屋内に設置されている外部事象

防護対象施設は，地震を除く自然現象の荷重が外部事象防護対象施設に影響を与えることはな

く，設計基準事故が発生した場合でも，地震を除く自然現象による影響はない。 

また，外部事象防護対象施設のうち，屋外に設置されている外部事象防護対象施設としては，

非常用海水ポンプ等があるが，これらの機器については，設計基準事故が発生した場合でも，

ポンプの運転圧力や温度等が変わらないため，設計基準事故時荷重が発生するものではなく，

自然現象による衝撃と重なることはない。 
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Ⅴ-1-1-2-1-2 防護対象施設の範囲 
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1. 概要 

本資料は，設計基準対象施設が自然現象等によりその安全性を損なわないという技術基準の要

求を満足させるために必要な安全機能を確認し，それらの安全機能が自然現象等により損なわれ

ないために，防護すべき施設について説明するものである。 

 

2. 安全施設の範囲 

2.1 技術基準規則の要求について 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」（以下「技術基準規則」とい

う。）第 6 条及び第 7 条並びにそれらの「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関

する規則の解釈」（以下「解釈」という。）においては，設計基準対象施設が自然現象等により

その安全性を損なわないことが要求されている。この要求を満足させるためには，通常運転時

だけでなく，運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故時においても発電用原子炉施設の安全

性を確保する必要がある。 

設置（変更）許可申請書添付書類十において，「発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する

審査指針」に基づき行った運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の安全評価（以下「安全

評価」という。）では，運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故として想定される事象に対し

て解析を行い，いずれの事象についても判断基準を満足しており，発電用原子炉施設の安全性

が確保されることを確認している。 

したがって，安全評価において考慮する安全機能が自然現象等により損なわなければ，「運転

時の異常な過渡変化」及び「設計基準事故」時においても発電用原子炉施設の安全性を確保す

ることができ，技術基準規則第 6 条及び第 7条並びにそれらの解釈の要求を満足することがで

きる。 

 

2.2 安全評価において考慮する安全機能 

安全評価では，表 2-1 及び表 2-2 に示す安全機能を考慮して解析を行った結果，発電用原子

炉施設の安全性が確保されることを確認している。 

安全評価において期待する安全機能は，原則として「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の

重要度分類に関する審査指針」で規定されている安全重要度分類の MS-1 又は MS-2 に属するも

のである。しかしながら，「発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針」の付録解説

に示すとおり，MS-3 に属する安全機能のうち表 2-1 及び表 2-2 に示す安全機能については，信

号の多重化により作動系に高い信頼性を有するものとして考慮している。 

 

2.3 外部からの衝撃より防護すべき施設の範囲 

設計基準対象施設が外部からの衝撃によりその安全性を損なうことがないよう，外部からの

衝撃より防護すべき施設は，設計基準対象施設のうち「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の

重要度分類に関する審査指針」で規定されている安全重要度分類のクラス 1，クラス 2 及び安

全評価上その機能に期待するクラス 3 に属する構築物，系統及び機器とする。 

なお，安全評価上その機能に期待するクラス 3 に属する構築物，系統及び機器とは，表 2-1

及び表 2-2 に示している MS-3 の構築物，系統及び機器である。 
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表 2-1 「運転時の異常な過渡変化」において考慮する安全機能 

分類 安全機能 構築物，系統及び機器 

MS-1 

原子炉の緊急停止機能 制御棒及び制御棒駆動系（スクラム機能） 

未臨界維持機能 制御棒及び制御棒駆動系（未臨界維持機能） 

工学的安全施設及び原子炉停

止系への作動信号の発生機能 
安全保護系 

MS-2 － － 

MS-3 

原子炉圧力の上昇の緩和機能 
逃がし安全弁（逃がし弁機能） 

タービン・バイパス弁 

出力上昇の抑制機能 
再循環流量制御系（再循環ポンプ・トリップ機能） 

核計装（制御棒引抜監視装置） 
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表 2-2 「設計基準事故」において考慮する安全機能 

分類 安全機能 構築物，系統及び機器 

MS-1 

原子炉の緊急停止機能 制御棒及び制御棒駆動系（スクラム機能） 

未臨界維持機能 制御棒及び制御棒駆動系（未臨界維持機能） 

原子炉冷却材圧力バウンダリ

の過圧防止機能 
逃がし安全弁（安全弁としての開機能） 

原子炉停止後の除熱機能 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却系） 

原子炉隔離時冷却系 

逃がし安全弁（手動逃がし機能） 

自動減圧系（手動逃がし機能） 

炉心冷却機能 

低圧炉心スプレイ系 

低圧注水系（残留熱除去系低圧注水系） 

高圧炉心スプレイ系 

自動減圧系 

放射性物質の閉じ込め機能，

放射線の遮へい及び放出低減

機能 

格納容器 

格納容器隔離弁（主蒸気隔離弁含む） 

流量制限器 

格納容器スプレイ冷却系（残留熱除去系格納容器ス

プレイ冷却系） 

原子炉建屋 

原子炉建屋ガス処理系 

可燃性ガス濃度制御系 

排気筒（非常用ガス処理系排気筒の支持機能） 

工学的安全施設及び原子炉停

止系への作動信号の発生機能 
安全保護系 

安全上特に重要な関連機能 非常用電源設備 

MS-2 放射性物質放出の防止機能 
気体廃棄物処理施設の隔離弁 

排気筒（非常用ガス処理系排気筒の支持機能以外） 

MS-3 異常状態の把握機能 放射線監視設備の一部（排気筒モニタ） 
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改
正
に
伴
う
火

災
感
知
器

等
の
種
別
及
び

配
置
の
変

更
】
参
照
」

「
Ⅴ

-1
-
7-
2 
管
理
区
域
の
出
入

管
理
設
備
及
び

環
境
試
料

分
析
装
置
に
関

す
る
説
明

書
」
（

1頁
参
照
）

今
回
の

変
更
認
可
申
請

に
伴
い
，

上
記
の
設
計
に

変
更
が
な

い
こ
と
を
確
認

す
る
。

火
災
防
護
審
査
基
準
改
正
に
伴
う
火
災
感
知
器
等
の
種
別
及
び
配
置
の
変
更
認
可
申
請
に
伴
う
影
響
に
つ
い
て

【
第
８

条
立
入

り
の

防
止

】
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確
認
図

書
名

確
認
結

果

補
足

-4
【
火
災
防
護
審

査
基
準
改

正
に
伴
う
火
災

感
知
器

等
の
種
別
及
び

配
置
の
変

更
】

・
今
回

の
火
災
防
護
審
査
基
準
改

正
に
伴
い
改
造

す
る
火
災

感
知
設
備
は
，

立
入
り
の

防
止
に
係
る
設

備
に
該
当

し
な
い
こ

と
を
確
認
し
た
。
【
①
】

Ⅴ
-1
-7
-
2 
管

理
区
域
の
出
入
管

理
設
備
及
び
環

境
試
料

分
析
装
置
に
関

す
る
説
明

書
・
今
回

の
火
災
防
護
審
査
基
準
改

正
に
伴
う
火
災

感
知
設
備

の
改
造
に
よ
り

，
火
災
感

知
器
等
の
種
別

及
び
配
置

に
変
更
が

あ
る
も
の
の
，
立
入
り
の

防
止
に
関
す
る

設
計
に
影

響
を
与
え
な
い

こ
と
を
確

認
し
た
。
【
①

】

２
．
確

認
結
果

火
災
防
護
審
査
基
準
改
正
に
伴
う
火
災
感
知
器
等
の
種
別
及
び
配
置
の
変
更
認
可
申
請
に
伴
う
影
響
に
つ
い
て

【
第
８

条
立
入

り
の

防
止

】
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３
．
ま
と
め

・
今
回
の
火
災
防
護
審

査
基
準
改

正
に
伴
う
火
災

感
知
設
備

の
改
造
に
つ
い

て
，
立
入

り
の
防
止
の
設

計
方
針
に

影
響
が
な
く
，

ま
た
，
火
災
感
知
設
備
は

，
立
入
り

の
防
止
に
係
る

設
備
に
該

当
し
な
い
こ
と

を
確
認
し

た
。

・
立
入
り
の
防
止
に
係

る
設
計
方

針
に
変
更
が
な

い
た
め
，

技
術
基
準
の
適

合
性
に
影

響
を
与
え
な
い

。
・
既
工
事
計
画
で
確
認

さ
れ
た
設

計
を
変
更
す
る

も
の
で
は

な
い
。
ま
た
，

立
入
り
の

防
止
に
関
す
る

基
本
設
計

方
針
に
つ
い
て

も
変
更
は
な
い
。

火
災
防
護
審
査
基
準
改
正
に
伴
う
火
災
感
知
器
等
の
種
別
及
び
配
置
の
変
更
認
可
申
請
に
伴
う
影
響
に
つ
い
て

【
第
８

条
立
入

り
の

防
止

】
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1. 概要 

本資料は，「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則（以下「技術基準規

則」という。）」第 8 条，第 74条及び第 76 条並びにそれらの「実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則の解釈」（以下「解釈」という。）に関わる放射線管理施設のうち，

管理区域，中央制御室及び緊急時対策所建屋の出入管理設備について説明するものである。また，

技術基準規則第 75 条及びその解釈並びに設置（変更）許可を受けた放出管理目標値の管理状況

の確認に関わる環境試料分析装置について説明する。併せて環境試料の放射能測定に用いる可搬

型放射能測定装置等についても説明する。 

なお，設計基準対象施設として使用する出入管理設備，環境試料分析装置に関しては，要求事

項に変更がないため，今回の申請において変更は行わない。 

今回は，重大事故等時に使用する出入管理設備，可搬型放射能測定装置等及び環境試料分析装

置について説明する。 

 

2. 基本方針 

技術基準規則第 74 条及び第 76 条並びにそれらの解釈に基づき，重大事故等が発生し中央制御

室及び緊急時対策所の外側が放射性物質により汚染したような状況下において，中央制御室及び

緊急時対策所への汚染の持ち込みを防止するため，身体の汚染検査及び作業服の着替え等を行う

区画を含む出入管理設備を設置する。 

技術基準規則第 75 条及びその解釈に基づき，重大事故等が発生した場合において，発電所及

びその周辺（周辺海域を含む。）において発電所から放出される放射性物質の濃度（空気中，水

中，土壌中）を監視し，及び測定し，並びにその結果を記録するため，可搬型放射能測定装置等

及び環境試料分析装置を配備する。 

 

3. 施設の詳細設計方針 

 3.1 出入管理設備 

3.1.1 中央制御室チェンジングエリア 

中央制御室の外側が放射性物質により汚染したような状況下において，中央制御室への

汚染持ち込みを防止するため，原子炉建屋付属棟内，かつ中央制御室バウンダリに隣接し

た場所にチェンジングエリアを設置する。中央制御室チェンジングエリアの設置場所及び

配置を図 3-1「中央制御室チェンジングエリア設置場所及び配置」に示す。チェンジング

エリア内は，防護具の脱衣エリア，放射性物質による汚染を確認するためのサーベイエリ

ア及び運転員等に放射性物質による汚染が確認された場合にクリーンウエスによる拭取り

や簡易シャワーで除染を行う除染エリア，中央制御室への出入口であるクリーンエリアで

構成される。なお，除染で発生した汚染水は，必要に応じて吸水シートへ染み込ませる等

により固体廃棄物として処理する。 

チェンジングエリアはチェンジングエリア用資機材で区画し，ＧＭ汚染サーベイメー

タ，除染用資機材，可搬型照明（ＳＡ）を配備し，チェンジングエリア用資機材，防護

具，ＧＭ汚染サーベイメータ，除染用資機材，可搬型照明（ＳＡ）は，迅速な対応を行

うために原子炉建屋付属棟内に保管する。 
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１
．
基
準
適
合
性
の
確

認
範
囲

①
人
の
不
法
な
侵
入
防

止
に
係
る

設
計
に
つ
い
て

既
工
事

計
画
に
お
い
て

は
，
原
子

炉
施
設
へ
の
人

の
不
法
な

侵
入
を
防
止
す

る
た
め
の

区
域
を
設
定
し

，
そ
の
区

域
を
人
の
容
易

な
侵
入
を

防
止
で
き
る

柵
等
に

よ
り
区
画
す
る

と
と
も
に

，
人
の
接
近
管

理
及
び
出

入
管
理
が
行
え

る
設
計
と

し
て
い
る
こ
と

を
記
載
し

て
い
る
。

「
補
足

-
4【

火
災
防
護

審
査
基
準

改
正
に
伴
う
火

災
感
知
器

等
の
種
別
及
び

配
置
の
変

更
】
参
照
」

「
Ⅴ

-1
-
1-
6 
安
全
設
備
及
び
重

大
事
故
等
対
処

設
備
が
使

用
さ
れ
る
条
件

の
下
に
お

け
る
健
全
性
に

関
す
る
説

明
書
」
（

1,
3頁

参
照
）

「
Ⅴ

-1
-
1-
6-
別
添
3
 発

電
用
原

子
炉
施
設
へ
の

人
の
不
法

な
侵
入
等
の
防

止
に
つ
い

て
」
（

1頁
参
照
）

今
回
の

変
更
認
可
申
請

に
伴
い
，

上
記
の
設
計
に

変
更
が
な

い
こ
と
を
確
認

す
る
。

②
発
電
所
外
か
ら
の
持

込
み
防
止

に
係
る
設
計
に

つ
い
て

既
工
事

計
画
に
お
い
て

は
，
原
子

炉
施
設
に
不
正

に
爆
発
物

又
は
易
燃
性
を

有
す
る
物

件
等
の
持
込
み

（
郵
便
物

等
に
よ
る
発
電

所
外
か
ら

の
爆
破
物
及

び
有
害

物
質
の
持
込
み

を
含
む
。

）
を
防
止
す
る

た
め
，
持

込
み
点
検
が
行

え
る
設
計

と
し
て
い
る
こ

と
を
記
載

し
て
い
る
。

「
補
足

-
4【

火
災
防
護

審
査
基
準

改
正
に
伴
う
火

災
感
知
器

等
の
種
別
及
び

配
置
の
変

更
】
参
照
」

「
Ⅴ

-1
-
1-
6 
安
全
設
備
及
び
重

大
事
故
等
対
処

設
備
が
使

用
さ
れ
る
条
件

の
下
に
お

け
る
健
全
性
に

関
す
る
説

明
書
」
（

1,
3頁

参
照
）

「
Ⅴ

-1
-
1-
6-
別
添
3
 発

電
用
原

子
炉
施
設
へ
の

人
の
不
法

な
侵
入
等
の
防

止
に
つ
い

て
」
（

1,
2頁

参
照
）

今
回
の

変
更
認
可
申
請

に
伴
い
，

上
記
の
設
計
に

変
更
が
な

い
こ
と
を
確
認

す
る
。

③
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為

の
防
止
に

係
る
設
計
に
つ

い
て

既
工
事

計
画
に
お
い
て

は
，
原
子

炉
施
設
の
運
転

等
の
た
め

に
必
要
な
設
備

又
は
装
置

の
操
作
に
係
る

情
報
シ
ス

テ
ム
に
つ
い
て

，
不
正
ア

ク
セ
ス
行
為

（
サ
イ

バ
ー
テ
ロ
を
含

む
。
）
を

防
止
す
る
た
め

，
当
該
情

報
シ
ス
テ
ム
に

対
す
る
外

部
か
ら
の
ア
ク

セ
ス
を
遮

断
す
る
設
計
と

し
て
い
る

こ
と
を
記
載
し

て
い
る

。
「
補
足

-
4【

火
災
防
護

審
査
基
準

改
正
に
伴
う
火

災
感
知
器

等
の
種
別
及
び

配
置
の
変

更
】
参
照
」

「
Ⅴ

-1
-
1-
6 
安
全
設
備
及
び
重

大
事
故
等
対
処

設
備
が
使

用
さ
れ
る
条
件

の
下
に
お

け
る
健
全
性
に

関
す
る
説

明
書
」
（

1,
3頁

参
照
）

「
Ⅴ

-1
-
1-
6-
別
添
3
 発

電
用
原

子
炉
施
設
へ
の

人
の
不
法

な
侵
入
等
の
防

止
に
つ
い

て
」
（

1～
3頁

参
照
）

今
回
の

変
更
認
可
申
請

に
伴
い
，

上
記
の
設
計
に

変
更
が
な

い
こ
と
を
確
認

す
る
。

火
災
防
護
審
査
基
準
改
正
に
伴
う
火
災
感
知
器
等
の
種
別
及
び
配
置
の
変
更
認
可
申
請
に
伴
う
影
響
に
つ
い
て

【
第
９

条
発
電

用
原

子
炉

施
設

へ
の

人
の

不
法

な
侵

入
等

の
防

止
】
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確
認
図

書
名

確
認
結

果

補
足

-4
【
火
災
防
護
審

査
基
準
改

正
に
伴
う
火
災

感
知
器

等
の
種
別
及
び

配
置
の
変

更
】

・
今
回

の
火
災
防
護
審
査
基
準
改

正
に
伴
い
改
造

す
る
火
災

感
知
設
備
は
，

人
の
不
法

な
侵
入
等
の
防

止
に
係
る

設
備
に
該

当
し
な
い
こ
と
を
確
認
し

た
。
【
①
】

Ⅴ
-1
-1
-
6 
安

全
設
備
及
び
重
大

事
故
等
対
処
設

備
が
使

用
さ
れ
る
条
件

の
下
に
お

け
る
健
全
性
に

関
す
る

説
明
書

Ⅴ
-1
-1
-
6-
別

添
3
 発

電
用
原
子

炉
施
設
へ
の
人

の
不
法

な
侵
入
等
の
防

止
に
つ
い

て

・
今
回

の
火
災
防
護
審
査
基
準
改

正
に
伴
う
火
災

感
知
設
備

の
改
造
に
よ
り

，
火
災
感

知
器
等
の
種
別

及
び
配
置

に
変
更
が

あ
る
も
の
の
，
人
の
不
法

な
侵
入
等
の
防

止
に
関
す

る
設
計
に
影
響

を
与
え
な

い
こ
と
を
確
認

し
た
。

【
①
】

２
．
確

認
結
果

火
災
防
護
審
査
基
準
改
正
に
伴
う
火
災
感
知
器
等
の
種
別
及
び
配
置
の
変
更
認
可
申
請
に
伴
う
影
響
に
つ
い
て

【
第
９

条
発
電

用
原

子
炉

施
設

へ
の

人
の

不
法

な
侵

入
等

の
防

止
】
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３
．
ま
と
め

・
今
回
の
火
災
防
護
審

査
基
準
改

正
に
伴
う
火
災

感
知
設
備

の
改
造
に
つ
い

て
，
人
の

不
法
な
侵
入
等

の
防
止
の

設
計
方
針
に
影

響
が
な
く
，
ま
た
，
火
災

感
知
設
備

は
，
人
の
不
法

な
侵
入
等

の
防
止
に
係
る

設
備
に
該

当
し
な
い
こ
と

を
確
認
し

た
。

・
人
の
不
法
な
侵
入
等

の
防
止
に

係
る
設
計
方
針

に
変
更
が

な
い
た
め
，
技

術
基
準
の

適
合
性
に
影
響

を
与
え
な

い
。

・
既
工
事
計
画
で
確
認

さ
れ
た
設

計
を
変
更
す
る

も
の
で
は

な
い
。
ま
た
，

人
の
不
法

な
侵
入
等
の
防

止
に
関
す

る
基
本
設
計
方

針
に
つ
い
て
も
変
更
は
な

い
。

火
災
防
護
審
査
基
準
改
正
に
伴
う
火
災
感
知
器
等
の
種
別
及
び
配
置
の
変
更
認
可
申
請
に
伴
う
影
響
に
つ
い
て

【
第
９

条
発
電

用
原

子
炉

施
設

へ
の

人
の

不
法

な
侵

入
等

の
防

止
】
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1. 概要 

本資料は，「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」（以下「技術基準規

則」という。）第9条，第14条，第15条（第1項及び第3項を除く。），第32条第3項，第38条第2項，

第44条第1項第5号及び第54条（第2項第1号及び第3項第1号を除く。）及び第59条から第77条並びに

それらの「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈」（以下「解釈」と

いう。）に基づき，安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性につい

て説明するものである。 

今回は，健全性として，機器に要求される機能を有効に発揮するための系統設計及び構造設計

に係る事項を考慮して，「多重性又は多様性及び独立性に係る要求事項を含めた多重性又は多様

性及び独立性並びに位置的分散に関する事項（技術基準規則第9条，第14条第1項，第54条第2項第

3号，第3項第3号，第5号，第7号及び第59条から第77条並びにそれらの解釈）」（以下「多重性又は

多様性及び独立性並びに位置的分散」という。），「共用化による他号機への悪影響も含めた，機器

相互の悪影響（技術基準規則第15条第4項，第5項，第6項，第54条第1項第5号，第2項第2号及び第

59条から第77条並びにそれらの解釈）」（以下「悪影響防止」という。），「安全設備及び重大事故等

対処設備に想定される事故時の環境条件（使用条件含む。）等における機器の健全性（技術基準規

則第14条第2項，第32条第3項，第44条第1項第5号，第54条第1項第1号，第6号，第3項第4号及び第

59条から第77条並びにそれらの解釈）」（以下「環境条件等」という。）及び「要求される機能を達

成するために必要な操作性，試験・検査性，保守点検性等（技術基準規則第15条第2項，第38条第

2項及び第54条第1項第2号，第3号，第4号，第3項第2号，第6号及び第59条から第77条並びにそれ

らの解釈）」（以下「操作性及び試験・検査性」という。）を説明する。 

 

健全性を要求する対象設備については，技術基準規則及びその解釈だけでなく，「実用発電用原

子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則」（以下「設置許可基準規則」と

いう。）及びその解釈も踏まえて，重大事故等対処設備は全てを対象とし，安全設備を含む設計基

準対象施設は以下のとおり対象を明確にして説明する。 

「多重性又は多様性及び独立性並びに位置的分散」については，技術基準規則第14条第1項及び

その解釈にて安全設備に対して要求されていること，設置許可基準規則第12条第2項及びその解

釈にて安全機能を有する系統のうち安全機能の重要度が特に高い安全機能を有するもの（以下「重

要施設」という。）に対しても要求されていることから，安全設備を含めた重要施設を対象とする。

人の不法な侵入等の防止の考慮については，技術基準規則第9条及びその解釈にて発電用原子炉

施設に対して要求されていることから，重大事故等対処設備を含む発電用原子炉施設を対象とす

る。 

「悪影響防止」のうち，内部発生飛散物の考慮は，技術基準規則第15条第4項及びその解釈にて

設計基準対象施設に属する設備に対して要求されていることから，安全設備を含めた設計基準対

象施設を対象とする。共用又は相互接続の禁止に対する考慮は，技術基準規則第15条第5項及びそ

の解釈にて，安全設備に対して要求されていること，設置許可基準規則第12条第6項及びその解釈

にて重要安全施設に対して要求されていることから，安全設備を含めた重要安全施設を対象とす

る。共用又は相互接続による安全性の考慮は，技術基準規則第15条第6項及びその解釈にて安全機
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2. 基本方針 

安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性について，以下の4項

目に分け説明する。 

 

2.1 多重性又は多様性及び独立性並びに位置的分散 

重要施設は，単一故障が発生した場合でもその機能を達成できるように，十分高い信頼性を

確保し，かつ維持し得る設計とし，原則，多重性又は多様性及び独立性を備える設計とする。 

多重性又は多様性及び独立性を備える設計とすることにより，単一故障，環境条件，自然現

象，発電所敷地又はその周辺において想定される発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因

となるおそれのある事象であって人為によるもの（故意によるものを除く。）（以下「人為事

象」という。），溢水，火災等により安全機能が損なわれるおそれがない設計とする。なお，

自然現象のうち地震に対する設計については，添付書類「Ⅴ-2 耐震性に関する説明書」のう

ち添付書類「Ⅴ-2-1 耐震設計の基本方針」に基づき実施する。地震を除く自然現象及び人為

事象に対する設計については，添付書類「Ⅴ-1-1-2 発電用原子炉施設の自然現象等による損

傷の防止に関する説明書」のうち添付書類「Ⅴ-1-1-2-1-1 発電用原子炉施設に対する自然現

象等による損傷の防止に関する基本方針」に基づき実施する。溢水に対する設計については，

添付書類「Ⅴ-1-1-8 発電用原子炉施設の溢水防護に関する説明書」のうち添付書類「Ⅴ-1-1-

8-1 溢水等による損傷防止の基本方針」に基づき実施する。火災に対する設計については，添

付書類「Ⅴ-1-1-7 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明書」の「2. 火災防護の基本方

針」に基づき実施する。また，発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止に係る設計上の

考慮等については，別添3「発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止について」に基づき

実施する。 

重要施設は，当該系統を構成する機器に短期間では動的機器の単一故障，長期間では動的機

器の単一故障又は想定される静的機器の単一故障が発生した場合で，外部電源が利用できない

場合においても，系統の安全機能が達成できるよう，原則として，多重性又は多様性及び独立

性を持つ設計とする。 

短期間と長期間の境界は24時間とする。 

重要施設のうち，単一設計で安全機能を達成できるものについては，その設計上の考慮を「3. 

系統施設毎の設計上の考慮」に示す。 

重大事故防止設備については，設計基準事故対処設備並びに使用済燃料プールの冷却設備及

び注水設備（以下「設計基準事故対処設備等」という。）の安全機能と共通要因によって同時

にその機能が損なわれるおそれがないよう，共通要因の特性を踏まえ，可能な限り多様性及び

独立性を有し，位置的分散を図ることを考慮して適切な措置を講じた設計とする。ただし，重

大事故に至るおそれのある事故が発生する要因となった喪失機能を代替するもののうち，非常

用ディーゼル発電機等のように，多様性及び独立性並びに位置的分散を考慮すべき対象の設計

基準事故対処設備がないものは，多様性及び独立性並びに位置的分散の設計方針は適用しない。 

常設重大事故防止設備は，設計基準事故対処設備等の安全機能と共通要因によって同時にそ

の機能が損なわれるおそれがないように，共通要因の特性を踏まえ，可能な限り多様性及び独
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1 

1. はじめに 

本資料は，「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」第 9 条及び「実用発

電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈」に基づき，発電用原子炉施設への

人の不法な侵入等の防止について説明する。 

 

2. 発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止について 

発電用原子炉施設への人の不法な侵入を防止するための区域を設定し，核物質防護対策として，

その区域を人の容易な侵入を防止できる柵，鉄筋コンクリート造りの壁等の障壁によって区画し

て，巡視，監視等を行うことにより，侵入防止及び出入管理を行うことができる設計とする。 

また，探知施設を設け，警報，映像等を集中監視するとともに，核物質防護措置に係る関係機関

等との通信連絡を行うことができる設計とする。さらに，防護された区域内においても，施錠管

理により，発電用原子炉施設及び特定核燃料物質の防護のために必要な設備又は装置の操作に係

る情報システムへの不法な接近を防止する設計とする。 

発電用原子炉施設に不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え，又は他の物

件を損傷するおそれがある物件の持込み（郵便物等による発電所外からの爆破物及び有害物質の

持込みを含む。）を防止するため，核物質防護対策として，持込み点検を行うことができる設計と

する。 

不正アクセス行為（サイバーテロを含む。）を防止するため，核物質防護対策として，発電用原

子炉施設及び特定核燃料物質の防護のために必要な設備又は装置の操作に係る情報システムが，

電気通信回線を通じた不正アクセス行為（サイバーテロを含む。）を受けることがないように，当

該情報システムに対する外部からのアクセスを遮断する設計とする。 

 

3. 出入管理及び持込み物品の点検等について 
発電用原子炉施設への人の不法な侵入を防止するための区域を設定し，核物質防護対策として，

その区域を人の容易な侵入を防止できる柵，鉄筋コンクリート造りの壁等の障壁によって区画し

て，巡視，監視等を行うことにより，侵入防止及び出入管理を行うことができる設計とする。 

発電用原子炉施設に不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え，又は他の物

件を損傷するおそれがある物件の持込み（郵便物等による発電所外からの爆破物及び有害物質の

持込みを含む。）を防止するため，核物質防護対策として，持込み点検を行うことができる設計と

する。 

具体的には，以下のとおり実施する。 

 

3.1 出入管理 
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2 

 

 

3.2 車両の管理 

 

3.3 探知施設 

 

3.4 通信連絡設備 

 

3.5 持込み確認 
防護区域，周辺防護区域及び立入制限区域の出入口において，発電用原子炉施設に不正に爆

発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え，又は他の物件を損傷するおそれがある物

件の持込み（郵便物等による発電所外からの爆破物及び有害物質の持込みを含む。）が行われな

いように持込み点検を行っている。 

。 

 

4. 不正アクセス行為（サイバーテロを含む。）の防止対策について 

不正アクセス行為（サイバーテロを含む。）に対しては，発電用原子炉施設及び特定核燃料物質

の防護のために必要な設備又は装置の操作に係る情報システムが，電気通信回線を通じて妨害行

為又は破壊行為を受けることがないように，電気通信回線を通じた当該情報システムに対する外

部からのアクセスを遮断する措置を講じている。 
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具体的には，以下の対策等を行っている。 
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用
す

る
設
計
方
針
と

記
載
し
て

い
る
。

「
Ⅴ

-1
-
1-
7
発
電
用
原
子
炉
施

設
の
火
災
防
護

に
関
す
る

説
明
書
」
（

2,
3
,7
,
42
,4
9
,2
55
頁
参
照
）

今
回
の

変
更
認
可
申
請

に
伴
い
，

材
料
が
不
燃
性

材
料
，
難

燃
性
材
料
又
は

そ
れ
と
同

等
以
上
の
性
能

を
有
す
る

材
料
で
あ
る
こ

と
を
確
認

す
る
。

ｃ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

発
電
用
原
子
炉

施
設
に
つ

い
て
は
，
落
雷

に
よ
る
火

災
の
発
生
を
防

止
す
る
た

め
に
，
避
雷
設

備
の
設
置

及
び
接
地
網
の

敷
設
を

行
う
と
と
も
に

，
火
災
防

護
上
重
要
な
機

器
等
に
つ

い
て
，
地
震
に

よ
る
火
災

の
発
生
を
防
止

す
る
た
め

に
，
耐
震
重
要

度
分
類
に

応
じ
た
耐

震
設
計

を
行
う
な
ど
，

自
然
現
象

に
よ
る
火
災
の

発
生
防
止

対
策
を
行
う
設

計
方
針
と

記
載
し
て
い
る

。
「
Ⅴ

-1
-
1-
7
発
電
用
原
子
炉
施

設
の
火
災
防
護

に
関
す
る

説
明
書
」
（

2,
3
,7
,
42
,5
4
,5
5,
2
55
頁
参

照
）

今
回
の

変
更
認
可
申
請

に
伴
い
，

自
然
現
象
に
よ

る
火
災
の

発
生
防
止
対
策

に
変
更
が

な
い
こ
と
を
確

認
す
る
。

③
火
災
の
感
知
及
び
消

火
に
係
る

設
計

ａ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

火
災
区
域
等
に

は
，
各
火

災
区
域
等
の
環

境
条
件
及

び
想
定
さ
れ
る

火
災
の
性

質
等
を
考
慮
し

，
基
本
的

に
ア
ナ
ロ
グ
式

の
煙
感

知
器
及
び
熱
感

知
器
を
組

み
合
わ
せ
て
設

置
す
る
と

と
も
に
，
火
災

の
発
生
場

所
を
特
定
で
き

る
受
信
機

を
用
い
る
設
計

方
針
と
し

，
外
部
電

源
喪
失

を
考
慮
し
た
設

計
と
し
て

い
る
と
と
も
に

，
感
知
設

備
に
つ
い
て
は

，
耐
震
ク

ラ
ス
に
応
じ
て

機
能
を
保

持
す
る
設
計
方

針
と
記
載

し
て
い
る
。

「
補
足

-
4【

火
災
防
護

審
査
基
準

改
正
に
伴
う
火

災
感
知
器

等
の
種
別
及
び

配
置
の
変

更
】
参
照
」

「
Ⅴ

-1
-
1-
7
発
電
用
原
子
炉
施

設
の
火
災
防
護

に
関
す
る

説
明
書
」
（

2,
4
,7
,
61
～

6
3,
68
～
7
0,
95
,
96
,
25
5頁

参
照

）
火
災
防

護
審
査
基
準
の

改
正
に
伴

い
，
火
災
の
感

知
に
係
る

方
針
の
変
更
の

要
否
を
確

認
す
る
。

ｂ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

消
火
設
備
は
火

災
の
影
響

を
限
定
し
，
早

期
の
消
火

を
行
う
設
計
方

針
と
記
載

し
て
い
る
。

「
Ⅴ

-1
-
1-
7
発
電
用
原
子
炉
施

設
の
火
災
防
護

に
関
す
る

説
明
書
」
（

2,
4
,7
,
61
,7
2
,7
5,
7
6,
89
,9
9
,1
0
2,
10
4
,2
55
頁
参
照
）

今
回
の

変
更
認
可
申
請

に
伴
い
，

火
災
の
消
火
に

係
る
方
針

に
変
更
が
な
い

こ
と
を
確

認
す
る
。
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④
火

災
の
影
響
軽
減

対
策
に
係

る
設
計

既
工
事

計
画
に
お
い
て

は
，
互
い

に
相
違
す
る
系

統
を
同
時

に
機
能
喪
失
さ

せ
な
い
た

め
，
火
災
耐
久

試
験
に
よ

り
3時

間
以
上
の
耐
火
能

力
を
確
認
し
た

隔
壁
等

に
よ
っ
て
，
又

は
火
災
耐

久
試
験
に
よ
り

1時
間
以

上
の
耐
火
能
力

を
確
認
し

た
隔
壁
等
と
火

災
感
知
設

備
及
び
自
動
消

火
設
備
に

よ
っ
て
，
分
離

を
行
う
設

計
方
針
と
記
載

し
て
い
る

。
「
Ⅴ

-1
-
1-
7
発
電
用
原
子
炉
施

設
の
火
災
防
護

に
関
す
る

説
明
書
」
（

2,
5
,7
,
10
9,
1
10
,2
5
5頁

参
照
）

今
回
の

変
更
認
可
申
請

に
伴
い
，

火
災
の
影
響
軽

減
対
策
に

変
更
が
な
い
こ

と
を
確
認

す
る
。

⑤
そ

の
他
の
内
部
火

災
に
係
る

防
護
設
計

ａ
．
既

工
事
計
画
に
つ

い
て
，
火

災
に
よ
り
安
全

保
護
系
及

び
原
子
炉
停
止

系
の
作
動

が
要
求
さ
れ
る

場
合
に
は

，
当
該
火
災
区

域
又
は
火

災
区
域
に
設
置

さ
れ
る

不
燃
性
材
料
で

構
成
さ
れ

る
構
築
物
，
系

統
及
び
機

器
を
除
く
全
機

器
の
機
能

喪
失
を
想
定
し

て
も
，
火

災
の
影
響
低
減

の
た
め
の

系
統
分
離

対
策
に

よ
っ
て
，
多
重

化
さ
れ
た

そ
れ
ぞ
れ
の
系

統
が
同
時

に
機
能
を
失
う

こ
と
な
く

，
原
子
炉
を
安

全
に
停
止

で
き
る
設
計
方

針
と
記
載

し
て
い
る
。

「
Ⅴ

-1
-
1-
7
発
電
用
原
子
炉
施

設
の
火
災
防
護

に
関
す
る

説
明
書
」
（

15
4
,1
7
1頁

参
照
）

今
回
の

変
更
認
可
申
請

に
伴
い
，

不
燃
性
材
料
で

構
成
さ
れ

る
構
築
物
，
系

統
及
び
機

器
を
除
く
全
機

器
の
機
能

喪
失
を
想
定
し

て
も
同
時

に
機
能
を
失

わ
な
い

設
計
に
変
更
が

な
い
こ
と

を
確
認
す
る
。

ｂ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

火
災
に
起
因
し

た
運
転
時

の
異
常
な
過
渡

変
化
又
は

設
計
基
準
事
故

に
対
処
す

る
た
め
に
必
要

な
機
器
に

対
し
，
単
一
故

障
を
想

定
し
て
も
，
異

常
状
態
を

収
束
で
き
る
設

計
と
し
て

い
る
。

「
Ⅴ

-1
-
1-
7
発
電
用
原
子
炉
施

設
の
火
災
防
護

に
関
す
る

説
明
書
」
（

15
4頁

参
照

）
今
回
の

変
更
認
可
申
請

に
伴
い
，

単
一
故
障
を
想

定
し
て
も

異
常
状
態
を
収

束
で
き
る

設
計
に
変
更
が

な
い
こ
と

を
確
認
す
る
。

火
災
防
護
審
査
基
準
改
正
に
伴
う
火
災
感
知
器
等
の
種
別
及
び
配
置
の
変
更
認
可
申
請
に
伴
う
影
響
に
つ
い
て

【
第
１

１
条

火
災
に

よ
る

損
傷

の
防

止
】
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確
認
図
書

名
確

認
結
果

補
足

-4
【
火
災
防
護
審

査
基
準
改

正
に
伴
う
火
災

感
知
器

等
の
種
別
及
び

配
置
の
変

更
】

・
今
回

の
火
災
防
護
審

査
基
準
改

正
に
伴
う
火
災

感
知
設
備

の
改
造
に
よ
り

，
火
災
防

護
上
重
要
な
機

器
等
の
設

計
方
針
に

変
更
が
な
く
，
火
災
区
域

及
び
火
災
区
画

の
設
定
に

変
更
が
な
い
こ

と
を
確
認

し
た
。
【
①
ａ

】

Ⅴ
-1
-1
-
7
発

電
用
原
子
炉
施
設

の
火
災
防
護
に

関
す
る

説
明
書

・
今
回

の
火
災
防
護
審

査
基
準
改

正
に
伴
う
火
災

感
知
設
備

の
改
造
に
よ
り

，
火
災
区

域
及
び
火
災
区

画
の
設
定

に
変
更
が

な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

【
①
ａ

,ｂ
】

・
今
回

の
火
災
防
護
審

査
基
準
改

正
に
伴
う
火
災

感
知
設
備

の
改
造
に
よ
り

，
発
火
性

又
は
引
火
性
物

質
を
内
包

す
る
設
備

に
変
更
は
な
く
，
火
災
の

発
生
防
止
対
策

に
変
更
が

な
い
こ
と
を
確

認
し
た
。

【
②
ａ
】

・
今
回

の
火
災
防
護
審

査
基
準
改

正
に
伴
う
火
災

感
知
設
備

の
改
造
に
よ
り

，
使
用
す

る
非
難
燃
ケ
ー

ブ
ル
は
，

火
災
を
想

定
し
た
場
合
に
も
延
焼
が

発
生
し
な
い
よ

う
に
，
電

線
管
に
収
納
す

る
と
と
も

に
，
電
線
管
の

両
端
は
電

線
管
外

部
か
ら
の
酸
素
供
給
防
止

を
目
的
と
し
て

，
難
燃
性

の
耐
熱
シ
ー
ル

材
を
処
置

す
る
設
計
と
し

て
い
る
た

め
，
火

災
発
生
防
止
に
係
る
設
計

に
変
更
が
な
い

こ
と
を
確

認
し
た
。
【
②

ｂ
】

・
今
回

の
火
災
防
護
審

査
基
準
改

正
に
伴
う
火
災

感
知
設
備

の
改
造
に
よ
り

，
避
雷
設

備
の
設
置
及
び

接
地
網
の

敷
設
に
係

る
設
計
に
変
更
が
な
い
こ

と
を
確
認
し
た

。
【
②
ｃ

】

・
今
回

の
火
災
防
護
審

査
基
準
改

正
に
伴
う
火
災

感
知
設
備

の
改
造
に
よ
り

，
火
災
の

感
知
に
係
る
設

計
を
変
更

す
る
必
要

が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た

。
【
③
ａ
】

・
今
回

の
火
災
防
護
審

査
基
準
改

正
に
伴
う
火
災

感
知
設
備

の
改
造
に
よ
り

，
火
災
区

域
及
び
火
災
区

画
に
変
更

が
な
く
，

火
災
の
消
火
に
係
る
設
計

に
変
更
が
な
い

こ
と
を
確

認
し
た
。
【
③

ｂ
】

・
今
回

の
火
災
防
護
審

査
基
準
改

正
に
伴
う
火
災

感
知
設
備

の
改
造
に
よ
り

，
火
災
区

域
及
び
火
災
区

画
に
変
更

が
な
く
，

火
災
の
影
響
軽
減
対
策
に

係
る
設
計
に
変

更
が
な
い

こ
と
を
確
認
し

た
。
【
④

】

・
今
回

の
火
災
防
護
審

査
基
準
改

正
に
伴
う
火
災

感
知
設
備

の
改
造
に
よ
り

，
不
燃
性

材
料
で
構
成
さ

れ
る
構
築

物
，

系
統
及

び
機
器
を
除
く
全
機
器
の

機
能
喪
失
を
想

定
し
て
も

同
時
に
機
能
を

失
わ
な
い

設
計
に
変
更
が

な
い
こ
と

を
確
認

し
た
。
【
⑤
ａ
】

火
災
防
護
審
査
基
準
改
正
に
伴
う
火
災
感
知
器
等
の
種
別
及
び
配
置
の
変
更
認
可
申
請
に
伴
う
影
響
に
つ
い
て

【
第
１

１
条

火
災
に

よ
る

損
傷

の
防

止
】

２
．
確

認
結
果
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確
認
図
書

名
確

認
結
果

Ⅴ
-1
-1
-
7
発

電
用
原
子
炉
施
設

の
火
災
防
護
に

関
す
る

説
明
書

・
今
回

の
火
災
防
護
審

査
基
準
改

正
に
伴
う
火
災

感
知
設
備

の
改
造
に
よ
り

，
単
一
故

障
を
想
定
し
て

も
異
常
状

態
を
収
束

で
き
る
設
計
に
変
更
が
な

い
こ
と
を
確
認

し
た
。
【

⑤
ｂ
】

火
災
防
護
審
査
基
準
改
正
に
伴
う
火
災
感
知
器
等
の
種
別
及
び
配
置
の
変
更
認
可
申
請
に
伴
う
影
響
に
つ
い
て

【
第
１

１
条

火
災
に

よ
る

損
傷

の
防

止
】

２
．
確

認
結
果
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３
．
ま
と
め

・
今
回
の
火
災
防
護
審

査
基
準
改

正
に
伴
う
火
災

感
知
設
備

の
改
造
に
つ
い

て
，
火
災

防
護
上
重
要
な

機
器
等
の

設
計
方
針
，
火

災
区
域
や
火
災
区
画
の
設

定
に

変
更
は

な
く
影
響
が
な

い
こ
と
を

確
認
し
た
。

・
火
災
防
護
審
査
基
準

の
改
正
に

伴
い
，
火
災
の

感
知
の
設

計
方
針
を
変
更

す
る
。
な

お
，
火
災
に
よ

る
損
傷
の

防
止
に
要
求
さ

れ
る
火
災
防
護
を
行
う
機

器
等

の
選
定

並
び
に
火
災
区

域
及
び
火

災
区
画
の
設
定

，
火
災
発

生
防
止
に
係
る

設
計
，
火

災
の
消
火
に
係

る
設
計
，

火
災
の
影
響
軽

減
対
策
に

係
る
設
計
，
火

災
に
対
す

る
原
子
炉
の
安

全
停
止
対

策
の
設
計
方
針

に
変
更
が

な
い
た
め
，
技

術
基
準
の

適
合
性
に
影
響

を
与
え
な

い
。

・
火
災
の
感
知
の
設
計

方
針
に
つ

い
て
変
更
す
る

こ
と
か
ら

，
火
災
に
よ
る

損
傷
の
防

止
に
関
す
る
基

本
設
計
方

針
を
変
更
す
る

。
な
お
，
火
災
に
よ
る
損

傷
の

防
止
に

要
求
さ
れ
る
火

災
防
護
を

行
う
機
器
等
の

選
定
並
び

に
火
災
区
域
及

び
火
災
区

画
の
設
定
，
火

災
発
生
防

止
に
係
る
設
計

，
火
災
の

消
火
に
係
る
設

計
，

火
災
の

影
響
軽
減
対
策

に
係
る
設

計
，
火
災
に
対

す
る
原
子

炉
の
安
全
停
止

対
策
の
設

計
方
針
に
つ
い

て
は
，
既

工
事
計
画
で
確

認
さ
れ
た
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2. 火災防護の基本方針 

東海第二発電所における設計基準対象施設及び重大事故等対処施設は，火災により

発電用原子炉施設の安全性や重大事故等に対処するための必要な機能を損なわないよ

う，設計基準対象施設のうち，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するた

めの安全機能を有する機器（以下「原子炉の安全停止に必要な機器等」という。），

放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する機器（以下「放射性物質の貯蔵等の機器

等」という。）並びに重大事故等対処施設を設置する火災区域及び火災区画に対して，

以下に示す火災発生防止，火災の感知及び消火並びに火災の影響軽減のそれぞれを考

慮した火災防護対策を講じる。 

①ａ，ｂ，②ａ，ｂ，ｃ，③ａ，ｂ，④
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2.1 火災発生防止 

発電用原子炉施設内の火災発生防止として，発火性又は引火性物質を内包する設

備に対し，漏えい及び拡大の防止対策，防爆対策，配置上の考慮，換気及び発火性

又は引火性物質の貯蔵量を必要な量にとどめる対策を行う。また，可燃性の蒸気又

は可燃性の微粉，静電気が溜まるおそれのある設備又は発火源に対して火災発生防

止対策を講じるとともに，電気系統に対する過電流による過熱及び損傷を防止並び

に放射性分解及び重大事故等時に発生する水素の蓄積を防止する設計とする。 

主要な構造材，保温材及び建屋の内装材は，不燃性材料又は同等の性能を有する

材料，換気空調設備のフィルタはチャコールフィルタを除き難燃性材料を使用する

設計とする。 

原子炉の安全停止に必要な機器等，放射性物質の貯蔵等の機器等及び重大事故等

対処施設に使用するケーブルは，原則，ＵＬ １５８１（Ｆｏｕｒｔｈ Ｅｄｉｔｉ

ｏｎ）１０８０．ＶＷ-１垂直燃焼試験及びＩＥＥＥ Ｓｔｄ ３８３－1974垂直ト

レイ燃焼試験により，自己消火性及び耐延焼性を確認した難燃ケーブルを使用した

設計とする。 

ただし，難燃ケーブルへの取替に伴い安全上の課題がある非難燃ケーブルについ

ては，非難燃ケーブル及びケーブルトレイを不燃材の防火シートで覆い難燃ケーブ

ルと同等以上の難燃性能を確認した代替措置（以下「複合体」という。）を施す設

計又は電線管に収納する設計とする。 

屋内の変圧器及び遮断器は，絶縁油を内包しないものを使用する設計とする。 

原子炉の安全停止に必要な機器等，放射性物質の貯蔵等の機器等及び重大事故等

対処施設は，自然現象のうち，火災の起因となりうる落雷，地震，森林火災及び竜

巻（風（台風）含む。）に対して，火災が発生しないよう対策を講じる設計とする。 

②ａ，ｂ，ｃ
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2.2 火災の感知及び消火 

火災の感知及び消火は，原子炉の安全停止に必要な機器等，放射性物質の貯蔵等

の機器等及び重大事故等対処施設に対して，火災の影響を限定し，早期の火災感知

及び消火を行う設計とする。 

火災感知設備及び消火設備は，原子炉の安全停止に必要な機器等及び放射性物質

の貯蔵等の機器等の耐震クラス並びに重大事故等対処施設の区分に応じて，機能を

保持する設計とする。具体的には，耐震Ｂクラス機器又は耐震Ｓクラス機器を設置

する火災区域又は火災区画の火災感知設備及び消火設備は，耐震Ｃクラスであるが，

地震時及び地震後において，それぞれ耐震Ｂクラス機器で考慮する地震力及び基準

地震動Ｓｓによる地震力に対し，機能及び性能を保持する設計とする。 

自然現象により感知及び消火の機能，性能が阻害された場合は，原因の除去又は

早期の取替，復旧を図る設計とするが，必要に応じて監視の強化や，代替消火設備

の配置等を行い，必要な機能及び性能を維持する設計とする。 

火災感知器は，環境条件や火災の性質等を考慮し，固有の信号を発するアナログ

式の煙感知器，熱感知器及び熱感知カメラ並びに非アナログ式の熱感知器，防爆型

の煙感知器，防爆型の熱感知器及び炎感知器から異なる種類の感知器を組み合わせ

て設置する設計とする。 

火災受信機盤は，中央制御室で常時監視でき，非常用電源及び常設代替高圧電源

装置からの受電も可能な設計とする。 

消火設備は，火災発生時の煙の充満等を考慮して設置するとともに，消火設備の

破損，誤作動又は誤操作によっても，原子炉の安全停止に必要な機器等，放射性物

質の貯蔵等の機器等及び重大事故等対処施設に影響を与えないよう設計する。 

消火設備は，消防法施行令第11条，第19条及び消防法施行規則第19条，第20条に

基づく容量等を確保する設計とし，多重性又は多様性及び系統分離に応じた独立性

を有する系統構成，外部電源喪失又は全交流動力電源喪失を想定した電源の確保等

を考慮した設計とする。 

③ａ，ｂ
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2.3 火災の影響軽減 

設計基準対象施設のうち原子炉の安全停止に必要な機器等の火災の影響軽減対

策は，発電用原子炉施設において火災が発生した場合に，原子炉の安全停止に必要

な機能を確保するために，火災耐久試験によって3時間以上の耐火能力を有するこ

とを確認した隔壁等の設置，若しくは火災耐久試験によって1時間耐火能力を有す

ることを確認した隔壁等に加え，火災感知設備及び自動消火設備を組み合わせた措

置によって，互いに相違する系列間の系統分離を行う設計とする。 

中央制御室制御盤及び原子炉格納容器内は，上記に示す火災の影響軽減のための

措置と同等の影響軽減対策を行う設計とする。 

火災に対する原子炉の安全停止対策は，火災区域又は火災区画に設置される不燃

性材料で構成される構築物，系統及び機器を除く全機器の機能喪失を想定した設計

並びに運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故に対処するための機器に単一故

障を想定した設計とする。 

火災の影響軽減における系統分離対策により，原子炉施設内の火災区域又は火災

区画で火災が発生し当該火災区域又は火災区画に設置される不燃性材料で構成さ

れる構築物，系統及び機器を除く全機器の機能喪失を想定しても，原子炉の安全停

止に係る安全機能が確保されることを火災影響評価にて確認するとともに，内部火

災により原子炉に外乱が及び，かつ，安全保護系及び原子炉停止系の作動を要求さ

れる運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故が発生する可能性があるため，「発

電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針」に基づき，運転時の異常な過

渡変化及び設計基準事故に対処するための機器に単一故障を想定しても，事象が収

束して原子炉は支障なく低温停止に移行できることを確認する。 

④
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3. 火災防護の基本事項 

東海第二発電所では，原子炉の安全停止に必要な機器等，放射性物質の貯蔵等の機

器等及び重大事故等対処施設が設置される火災区域又は火災区画に対して火災防護対

策を実施することから，本項では，火災防護対策を行う機器等を選定し，火災区域及

び火災区画の設定について説明する。 

①ａ，ｂ
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